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第
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章
　
公
羊
伝
の
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と
そ
の
伝
文
構
造

野
間
　
文
史

春
秋
の
三
伝
/
公
羊
伝
の
作
者
と
そ
の
時
代
/
公
羊
伝
の
経
師
/
公
羊
伝
の
問
答
体
/
問
答
体
と
口
伝
説
/
公
羊
伝
の
春
秋
観
/
尭
舜
之
這
/

後
聖
と
は
何
か
/
王
道
備
は
り
、
人
事
挟
し
/
公
羊
伝
と
孟
子
/
属
辞
比
事
は
春
秋
の
教
な
り
/
春
秋
の
矢
は
乱
な
り
/
一
字
褒
庇
の
説
/

日
月
褒
度
の
例
/
桓
公
の
盟
は
目
せ
ず
/
公
羊
伝
の
説
話
/
韓
詩
外
伝
と
公
羊
伝

春
秋
の
三
伝
　
現
存
す
る
中
国
最
古
の
文
献
目
録
が
後
浜
の
班
固
(
U
N
-

呂
)
の
r
漢
書
』
中
の
一
篇
「
重
文
志
」
で
あ
る
こ
と
は
、

第
一
章
の
「
諸
子
は
王
官
に
出
づ
」
節
で
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
「
春
秋
』
の
釈
義
の
書
で
あ
る
「
伝
」
の
成
立
に
つ
い
て
の
、
酷
の

よ
う
な
記
述
が
有
る
。

魯
は
周
公
が
封
ぜ
ら
れ
た
国
で
あ
る
の
で
礼
制
文
物
が
備
わ
り
、
史
官

の
記
録
に
も
昔
か
ら
の
法
則
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
は
左
丘
明
と
魯

の
国
の
記
録
を
調
べ
、
(
王
公
卿
大
夫
の
)
行
動
に
も
と
づ
き
、
道
徳
に

照
ら
し
、
興
隆
に
よ
っ
て
功
を
表
し
、
敗
亡
に
よ
っ
て
罰
を
示
し
た
。
ま

た
日
や
月
を
借
り
用
い
て
暦
を
定
め
、
朝
見
聴
聞
の
礼
に
よ
っ
て
礼
楽
を

正
し
た
。
し
か
し
(
王
公
卿
大
夫
の
)
行
動
を
褒
庇
す
る
と
こ
ろ
が
有
る

た
め
、
こ
れ
を
書
物
の
上
に
著
わ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の

真
義
は
弟
子
た
ち
に
口
頭
で
伝
授
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
孔
子
の
弟
子
た
ち
は
師
の
前
を
退
く
や
、
(
お
の
お
の
自
分

の
考
え
を
本
に
し
て
論
じ
た
の
で
)
そ
の
褒
庇
の
真
義
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
左
丘
明
は
、
弟
子
た
ち
が
自
分
の
考
え
に
安
ん
じ
て
、
孔

子
の
真
意
を
誤
り
伝
え
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
こ
で
(
孔
子
の
褒
肢
の
意

義
を
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
)
い
ち
い
ち
具
体
的
史
実
を
論
じ
て
「
伝
」

(
す
な
わ
ち
r
春
秋
左
氏
伝
し
)
を
作
っ
て
、
孔
子
が
い
た
ず
ら
に
事
実
に

基
づ
か
な
い
言
論
で
「
春
秋
』
の
経
文
を
説
い
て
は
い
な
い
こ
と
を
証
明

し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孔
子
の
著
わ
し
た
「
春
秋
』
の
中
で
褒
庇
さ
れ
て
い
る
貴

人
は
い
ず
れ
も
当
世
の
君
臣
で
、
権
力
威
勢
の
あ
る
人
々
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
人
々
の
具
体
的
な
行
動
事
実
は
す
べ
て
「
伝
』
の
上
に
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
(
い
ろ
い
ろ
差
障
り
が
有
る
の
で
)
　
「
伝
』
は
隠
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し
て
世
に
現
わ
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
(
秦
の
焚
書
の
よ
う
な
)
時
局
の

災
難
を
免
れ
て
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
理
由
で
あ
る
。

(
と
こ
ろ
が
孔
子
・
左
丘
明
の
死
後
の
)
後
世
に
な
っ
て
、
孔
子
が
弟
子
た

ち
に
口
伝
で
授
け
た
褒
庇
の
真
意
を
説
く
こ
と
が
流
行
し
た
た
め
、
公
羊

・
穀
梁
・
郷
氏
・
爽
氏
の
「
伝
』
が
世
に
現
わ
れ
た
。
こ
の
四
家
の
う
ち
公

羊
・
穀
梁
は
学
官
に
と
り
立
て
ら
れ
た
が
、
姉
氏
伝
は
こ
れ
を
伝
え
る
師

が
な
く
、
爽
氏
伝
の
方
は
最
も
早
く
書
物
も
亡
ん
で
し
ま
っ
た
。
(
「
六

塾
略
」
春
秋
篇
叙
)

こ
の
文
章
は
、
「
春
秋
』
伝
の
中
で
も
特
に
左
丘
明
の
著
作
し
た
伝
、
す
な

わ
ち
F
春
秋
左
氏
伝
』
の
成
立
の
事
情
を
述
べ
る
こ
と
に
そ
の
大
半
を
費
や
し

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
他
の
伝
に
対
す
る
r
春
秋
左
氏
伝
』
の
優
位
性
を
述
べ

る
の
が
そ
の
主
旨
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
〔
①
〕
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
章
に

述
べ
る
具
体
的
な
事
柄
の
真
偽
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
措
き
、
さ
し
あ
た
っ
て
我
々
は
こ
の
文
章
か

ら
、
洪
代
に
は
「
春
秋
』
の
伝
と
し
て
五
家
が
有
り
〔
②
〕
、
中
で
も
「
左
氏

伝
』
の
世
に
出
る
の
が
最
も
後
れ
た
こ
と
、
そ
の
他
の
四
家
の
う
ち
、
「
公
羊

伝
』
・
r
穀
梁
伝
』
が
学
官
(
国
立
大
学
の
正
式
教
科
)
　
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
、

「
郁
氏
伝
』
・
「
爽
氏
伝
』
　
の
二
伝
は
五
回
の
時
代
に
は
す
で
に
伝
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
以
下
で
は
、
現
存
す
る
「
春
秋
』
の
三
伝
の
う
ち
、
最
初
に

「
公
羊
伝
』
、
つ
い
で
「
穀
梁
伝
』
、
そ
し
て
最
後
に
「
左
氏
伝
』
の
順
に
解

説
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

公
羊
伝
の
作
者
と
そ
の
時
代
　
　
さ
て
書
物
の
解
説
と
し
て
は
、
先
ず
そ
の

書
物
の
作
者
と
、
そ
れ
に
付
随
し
て
作
成

年
代
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
古
文
献
の
通
例
と
し
て
、
残
念

な
が
ら
F
公
羊
伝
』
自
身
は
そ
れ
を
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
間
題
に

つ
い
て
は
、
他
の
文
献
に
そ
の
手
か
か
り
を
求
め
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

先
に
引
用
し
た
「
浸
透
だ
〓
蟄
文
志
の
「
春
秋
」
篇
序
の
前
に
は
、
「
春
秋
』

に
関
す
る
著
作
「
春
秋
二
十
三
家
九
百
四
十
八
篇
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
一
部
を
参
考
ま
で
に
左
に
抜
き
書
き
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
(
　
)
内
は
斑

国
に
よ
る
自
注
で
あ
る
。

春
秋
古
経
十
二
篇

経
十
一
巻
(
公
羊
穀
梁
二
家
)

左
氏
伝
三
十
巻
(
左
丘
明
、
魯
大
史
)

公
羊
伝
十
一
巻
(
公
羊
子
、
斉
人
)

穀
梁
伝
十
一
巻
(
穀
梁
子
、
魯
人
)

郁
氏
伝
十
一
巻

爽
氏
伝
十
一
巻
(
有
録
無
害
)

左
氏
微
二
篇

鐸
氏
微
三
第
(
楚
大
博
鐸
椒
也
)

張
氏
微
十
第

虞
氏
微
伝
二
篇
(
超
相
虞
卿
)

公
羊
外
伝
五
十
篇

穀
梁
外
伝
二
十
第

公
羊
章
句
三
十
八
篇
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穀
梁
章
句
三
十
三
篇

公
羊
雑
記
八
十
三
篇

公
羊
顔
氏
記
十
一
篇

公
羊
董
仲
野
治
獄
十
六
篇

議
奏
三
十
九
篇
(
石
渠
諭
)

国
語
二
十
一
第
(
左
丘
明
著
)

新
国
語
五
十
四
篇
(
劉
向
分
国
語
)

右
の
書
籍
の
う
ち
「
左
氏
伝
』
　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
注
に
作
者
名
「
左
丘

明
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
公
羊
伝
』
に
は
「
公
羊
子
」
と
の
み

あ
っ
て
そ
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
斑
園
は
r
公
羊
伝
』
の
作
者

を
特
定
し
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
ち
な
み
に
「
穀
梁
伝
」
も
同
様

で
あ
る
)
。

こ
の
斑
園
よ
り
後
れ
る
こ
と
約
百
年
、
r
公
羊
伝
』
　
の
注
釈
書
で
あ
る
「
春

秋
公
羊
解
語
』
を
著
作
し
た
後
浜
末
の
何
体
(
-
N
∽
⊥
箆
)
の
、

春
秋
に
は
周
を
改
め
て
命
を
受
く
る
の
制
有
り
。
孔
子
、
時
を
畏
れ
害

ま

さ

　

　

　

　

や

よ
り
遠
ざ
か
る
。
又
た
秦
の
将
に
詩
書
を
焙
か
ん
と
す
る
を
知
り
、
其
の

説
は
口
授
に
て
相
伝
ふ
。
浜
に
至
り
て
公
羊
氏
及
び
弟
子
の
胡
母
生
等
、

乃
ち
始
め
て
竹
吊
に
記
す
。
(
春
秋
有
改
周
受
命
之
制
。
孔
子
畏
時
速
書
。
又

知
秦
将
播
詩
書
、
其
説
口
授
相
侍
。
至
決
公
羊
氏
及
弟
子
胡
母
生
等
、
乃
始
記
於

竹
島
。
　
隠
公
二
年
注
)

と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、
何
体
は
「
公
羊
伝
』
が
洪
代
に
入
っ
て
公
羊
氏
と

こ

む

せ

い

そ
の
弟
子
で
あ
る
胡
母
生
に
よ
っ
て
文
献
化
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
い
う
「
公
羊
氏
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
、
や
は
り
不

明
で
あ
か
。
と
こ
ろ
が
お
な
じ
く
後
浜
の
戴
宏
〔
③
)
の
「
解
疑
論
』
序
に
よ

れ
ば
、

子
夏
は
公
羊
高
に
伝
与
し
、
高
は
其
の
子
平
に
伝
与
し
、
平
は
其
の
子

地
に
伝
与
し
、
地
は
其
の
子
敦
に
伝
与
し
、
敢
は
其
の
子
寿
に
伝
与
す
。

浜
の
景
帝
の
時
に
至
り
、
寿
乃
ち
弟
子
の
斉
入
朝
母
子
都
と
共
に
、
竹
島

と
し
ん

に
著
は
し
、
董
仲
野
に
与
ふ
。
皆
な
図
話
に
見
ゆ
。
(
子
夏
停
輿
公
羊
高
、

高
侍
輿
其
子
平
、
平
停
輿
其
子
地
、
地
侍
其
子
散
、
敢
侍
輿
其
子
爵
。
至
漠
景
帝

時
、
壽
乃
共
弟
子
斉
人
胡
母
子
都
、
著
於
竹
島
、
輿
董
仲
辞
。
皆
見
於
国
旗
。

徐
彦
「
公
羊
伝
注
疏
」
何
体
序
の
項
所
引
)

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、

子
夏
-
公
羊
高
-
公
羊
平
-
公
羊
地
-
公
羊
敢
-
公
羊
寿
-
胡
母
子
都

-
董
仲
好

と
い
う
「
公
羊
学
」
の
系
譜
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
「
重
文
志
」
の
い
う
「
公
羊
子
　
斉
人
」
と

は
公
羊
高
(
あ
る
い
は
公
羊
高
か
ら
公
羊
寿
ま
で
の
五
子
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
)
.
を

指
す
で
あ
ろ
う
し
、
何
体
の
い
う
「
公
羊
氏
」
と
は
胡
母
子
都
の
師
で
あ
る
公

羊
寿
を
指
す
こ
と
に
な
・
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
戴
宏
が
基
づ
い
た
史
料
は
前
浜

と
し
ん

末
か
ら
後
浜
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
予
言
の
書
「
図
識
」
で
あ
り
、
史
料
価
値
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と
し
て
は
問
題
が
有
っ
て
、
こ
の
系
譜
を
そ
の
ま
ま
に
は
信
用
す
る
わ
け
に
は

ゆ
く
ま
い
。
し
か
も
子
夏
よ
り
景
帝
に
至
る
ま
で
は
四
百
年
以
上
の
開
き
が
有

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
夏
か
ら
公
羊
寿
ま
で
わ
ず
か
に
五
伝
で
あ
る
。
そ
の

不
自
然
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
公
羊
伝
』
が
「
竹
島
に
著

わ
さ
れ
た
」
の
は
決
の
景
帝
(
在
位
】
S
B
.
C
.
⊥
巴
B
.
C
.
)
時
代
で
、
胡
母
生
が

そ
の
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
信
じ
て
も
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
公
羊
伝
』
が
胡
母
生
に
よ
っ
て
最
終
的
な
整
備
の
手
が

加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
史
記
』
・
「
漢
書
』
の
儒
林
伝
の
記
事
に
よ

っ
て
も
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

先
ず
「
史
記
』
儒
林
伝
に
は
、
「
春
秋
』
学
は
斉
・
魯
の
地
で
は
胡
母
生
よ

り
始
ま
り
、
超
の
地
で
は
董
仲
野
か
ら
始
ま
る
、
と
い
う
記
事
が
有
る
。
そ
し

て
胡
母
生
・
董
仲
野
と
も
に
景
帝
の
時
に
公
羊
春
秋
を
修
め
た
こ
と
に
よ
り
博

士
と
な
っ
た
と
い
う
(
④
)
。
さ
ら
に
「
漢
書
』
儒
林
伝
に
よ
れ
ば
、
胡
母
生

の
字
は
子
都
で
、
董
仲
野
と
は
同
業
、
す
な
わ
ち
師
を
同
じ
く
し
、
董
仲
野
が

「
書
を
著
わ
し
て
そ
の
徳
を
称
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
胡
母

生
が
董
仲
野
の
や
や
先
輩
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
〔
⑤
〕
。
つ
ま
り
「
公
羊

伝
』
成
立
の
下
限
は
景
帝
時
代
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〔
⑥
〕
。

公
羊
伝
の
経
師
　
　
も
っ
と
も
中
国
の
古
典
の
常
と
し
て
、
こ
の
書
が
一
時

に
一
人
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

生
成
の
始
め
は
さ
ら
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
公
羊
伝
』
の
伝
文
中

に
は
経
の
釈
義
で
は
な
く
、
伝
義
を
解
説
す
る
複
数
の
「
経
師
」
の
名
が
し
ば

し
ば
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
先
ず
「
公
羊
伝
』
の
名

称
と
関
わ
り
が
有
る
と
思
わ
れ
る

子
公
羊
子
　
二
条

を
は
じ
め
と
す
る
、

子
沈
子
　
　
三
条

子
司
馬
子
一
条

子
女
子
　
し
　
一
条

子
北
宮
子
一
条

魯
子
　
　
　
六
条

高
子
　
　
一
条

(
桓
公
六
年
・
宣
公
五
年
)
ノ

(
隠
公
十
一
年
・
荘
公
十
年
・
定
公
元
年
)

(
荘
公
三
十
年
)

(
関
公
元
年
)
′

(
哀
公
四
年
)

(
荘
公
三
年
・
二
十
三
年
・
借
公
五
年
・
二
十
年

二
一
十
四
年
二
一
十
八
年
)

(
文
公
四
年
)

と
い
っ
た
人
々
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
師
の
説
が
伝
文
中
で
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
と
い
う

点
か
ら
み
る
と
、
お
よ
そ
三
種
に
分
類
で
き
る
。

説
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

先
ず
そ
の
一
つ
は
伝
義
を
補

荘
-
ロ
「
三
月
、
宋
人
遷
宿
(
宋
人
、
宿
を
遷
す
)

「
遷
す
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

周
囲
を
と
り
ま
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

」
0
0

不
通
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

0
0

朝
地
刊
が
い
う
、
「
不
通
に

す
る
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
属
国
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。
(
遷

之
者
何
、
不
通
也
。
以
地
還
之
也
。
子
沈
子
日
、
不
通
者
蓋
因
而
臣
之
也
)

と
あ
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
子
沈
子
の
説
は
伝
文
の
「
不
通
」
の
意

味
を
解
説
し
た
も
の
で
、
直
接
に
経
文
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り

前
半
の
伝
文
が
成
立
し
た
後
に
、
さ
ら
に
こ
れ
を
補
説
す
る
た
め
に
子
沈
子
の

部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
い
う
な
れ
ば
伝
の
伝
と
で
も
い
う
べ
き
も
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の
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
六
例
見
出
し
得
る
〔
⑦
)
。
こ
れ
ら
の
例

は
い
ず
れ
も
基
本
と
な
る
伝
文
が
成
立
し
、
そ
の
あ
と
に
補
説
と
し
て
経
師
の

説
が
附
加
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
挿
入
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
二
つ
め
は
、
伝
文
の
単
な
る
補
説
で
は
な
く
し
て
、
伝
文
か
ら
派
生

し
た
別
の
一
説
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
一
例
。

倍
宗
「
五
月
、
乙
巳
、
西
宮
災
(
西
宮
に
災
あ
り
)
」

「
西
宮
」
と
は
何
か
。
小
寝
で
あ
る
。
小
寝
で
あ
る
な
ら
ど
う
し
て
こ
れ

を
「
西
宮
」
と
い
う
の
か
。
「
西
宮
」
が
有
れ
ば
「
東
宮
」
も
有
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
笥
が
い
う
、
「
西
宮
が
有
る
こ
と
か
ら
、
諸
侯
に
も

三
宮
が
有
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
。
「
西
宮
」
に
「
災
」
が
有
る
こ
と
を

ど
う
し
て
書
い
た
の
か
。
異
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
(
西
宮
者
何
、

小
寮
也
。
小
宴
別
品
鳥
謂
之
西
宮
、
有
西
宮
則
有
東
宮
兵
。
魯
子
日
、
「
以
有
西

宮
、
亦
知
諸
侯
之
有
三
宮
也
」
。
西
宮
災
、
何
以
書
、
記
異
也
。
)

こ
の
伝
文
の
前
半
で
は
「
西
宮
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
東
宮
」
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
魯
子
」
は
諸
侯
に
三
宮
が

有
る
と
い
う
別
説
を
提
出
し
て
い
る
。
伝
文
の
構
成
か
ら
見
て
、
「
魯
子
」
説

が
後
か
ら
割
っ
て
入
っ
た
可
能
性
が
有
る
だ
ろ
う
〔
⑧
)
。

さ
て
以
上
の
補
説
・
別
説
と
い
う
二
つ
の
例
に
お
い
て
は
、
経
師
の
説
を
除

い
た
と
し
て
も
伝
文
と
し
て
の
形
式
を
保
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
番
目
の
例

は
こ
れ
と
異
な
る
。
こ
こ
で
は
経
師
の
説
が
無
け
れ
ば
伝
文
の
構
成
そ
の
も
の

が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

哀
0
-
「
曹
人
執
戎
皇
子
赤
線
干
楚
(
晋
人
、
・
戎
里
子
赤
を
軌
へ
て
楚
に
帰
る
)
」

「
赤
」
と
は
誰
か
。
「
戎
晃
子
」
の
名
前
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
楚
に
帰
る
」

と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
朝
地
創
刊
が
い
う
、
「
晋
国
を
覇
者
と
し
て
楚
国

み
や
こ

を
京
師
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
避
け
た
表
現
で
あ
る
」
と
。
人
赤
者
何
、

戎
量
子
之
名
也
。
其
言
辟
干
楚
何
、
子
北
宮
子
日
、
辟
伯
菅
而
京
師
楚
也
)

と
い
う
例
に
お
い
て
、
「
子
北
宮
子
」
の
言
葉
が
前
間
に
答
え
る
形
と
な
っ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
つ
ま
り
こ
れ
が
無
け
れ
ば
伝
文
は
形

を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
例
を
三
例
指
摘
で
き
る
〔
⑨
)
。

こ
れ
ら
所
引
の
経
師
に
三
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々

は
r
公
羊
伝
』
中
に
先
ず
伝
義
の
制
作
者
が
有
り
、
そ
し
て
経
師
、
そ
の
上
さ

ら
に
伝
と
経
師
の
説
と
を
構
成
し
直
し
た
第
三
者
の
存
在
を
予
想
で
き
る
の
で

あ
る
〔
⑬
〕
。
つ
ま
り
「
公
羊
伝
』
が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
一
時
に
著
作
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を
か
け
て
累
屑
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
経
師
そ
れ
ぞ
れ
が
い
か
な
る

人
物
で
あ
る
の
か
、
そ
の
詳
細
は
も
は
や
知
り
難
い
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
「
公

羊
伝
』
成
立
の
上
限
の
穿
聖
を
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
し
、
こ
れ
よ
り
後
は

「
公
羊
伝
』
自
体
の
検
討
へ
と
移
る
こ
と
に
す
る
。

公
羊
伝
の
問
答
体
　
　
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
若
干
の
「
公
羊
伝
」
の
伝
文
を

紹
介
し
て
き
た
の
で
、
読
者
諸
賢
は
お
気
づ
き
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
が
、
「
公
羊
伝
』
を
読
ん
で
な
に
よ
り
も
先
ず
最
初
に
気
か
つ

く
こ
と
は
、
伝
文
が
す
べ
て
「
問
答
体
」
に
よ
し
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
さ
ら
に
一
例
と
し
て
「
公
羊
伝
』
冒
頭
の
伝
文
、
す
な
わ
ち
隠
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公
元
年
の
「
春
秋
』
経
文
「
元
年
春
王
正
月
」
に
付
け
ら
れ
た
伝
文
を
引
用
し

て
み
る
。

[
I
]
　
「
元
年
」
と
は
何
ぞ
。
君
の
始
め
の
年
な
り
。
/
「
春
」
と
は
何
ぞ
。

い
づ

歳
の
始
め
な
り
。
/
「
王
」
と
は
執
れ
を
か
謂
ふ
。
文
王
を
詞
へ
る
な
り
。

な
ん
す

/
局
為
れ
ぞ
先
に
「
王
」
を
言
ひ
て
而
る
後
に
「
正
月
」
を
言
ふ
や
。
王

の
正
月
な
れ
ば
な
り
。
/
何
ぞ
「
王
の
正
月
」
と
言
ふ
や
。
一
統
を
大
な

り
と
す
れ
ば
な
り
。
/
公
、
何
を
以
て
か
即
位
を
言
は
ざ
る
。
公
の
意
を

ま
さ

成
せ
ば
な
り
。
/
何
ぞ
公
の
意
を
成
す
や
。
公
、
将
に
国
を
平
げ
て
之
れ

を
桓
に
反
さ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
/
局
為
れ
ぞ
之
れ
を
桓
に
反
さ
ん
と
す

る
や
。
桓
は
幼
な
れ
ど
貴
く
、
田
は
長
な
れ
と
卑
し
。
其
の
尊
卑
為
る
や

微
に
し
て
、
国
人
知
る
莫
し
。
隠
は
長
に
し
て
又
た
賢
な
れ
ば
、
諸
大
夫
、

ひ

隠
を
坂
き
て
之
れ
を
立
つ
。
隠
、
是
に
於
て
立
つ
こ
と
を
辞
せ
ば
、
則
ち

も
し

未
だ
桓
の
将
に
必
ず
立
つ
を
得
ん
と
す
る
を
知
ら
ず
。
且
如
桓
立
た
ば
、

た
す

則
ち
恐
ら
く
は
諸
大
夫
の
幼
君
を
相
く
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
。
故
に
凡
そ

闇
の
立
つ
は
、
桓
の
為
に
立
つ
な
り
。
/
隠
の
長
に
し
て
且
つ
賢
な
ら
ば
、

何
を
以
て
か
宜
し
く
立
つ
べ
か
ら
ざ
る
。
通
を
立
つ
る
に
は
長
を
以
て
し

て
賢
を
以
て
せ
ず
、
子
を
立
つ
る
に
は
貴
を
以
て
し
て
長
を
以
て
せ
ざ
れ

ば
な
り
。
/
桓
は
何
を
以
て
か
貴
さ
。
母
の
貴
け
れ
ば
な
り
。
/
母
の
貴

け
れ
ば
則
ち
子
は
何
を
以
て
か
貴
き
。
子
は
母
を
以
て
貴
く
、
母
は
子
を

以
て
貴
け
れ
ば
な
り
。
(
元
年
者
何
、
君
之
始
年
也
。
春
者
何
、
歳
之
始
也
。

王
者
執
詞
、
謂
文
王
也
。
易
鳥
先
言
王
而
後
言
正
月
、
王
正
月
也
。
何
言
乎
王
正

月
、
大
一
統
也
。
公
何
以
不
言
即
位
、
成
公
意
也
。
何
成
乎
公
之
意
。
公
格
平
國

而
反
之
桓
。
晶
鳥
反
之
桓
。
桓
幼
而
貴
、
隠
長
而
皐
。
其
鵠
尊
卑
也
微
。
国
人
莫

知
。
院
長
又
賢
。
諸
大
夫
坂
陰
而
立
之
。
隠
於
是
焉
而
辟
立
、
則
未
知
桓
之
格
必

得
立
也
。
且
如
桓
立
、
則
恐
諸
大
夫
之
不
能
相
幼
君
也
。
故
凡
陰
之
立
、
鳥
桓
立

也
。
店
長
且
賢
、
何
以
不
宜
立
。
立
通
以
長
不
以
賢
。
立
子
以
貴
不
以
長
。
桓
何

以
貴
ハ
母
貴
也
。
母
貴
則
子
何
以
貴
、
子
以
母
貴
、
母
以
子
貴
。
)

「
元
年
」
と
は
何
か
。
君
(
隠
公
)
　
の
始
め
の
年
で
あ
る
。
「
春
」

と
は
何
か
。
歳
の
始
め
で
あ
l
竜
　
「
王
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。
(
周
の
)

文
王
を
い
う
。
ど
う
し
て
先
に
「
王
」
と
い
っ
て
、
後
に
「
正
月
」
と

い
う
の
か
。
王
の
正
月
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
「
王
の
正
月
」
と
い
う

の
か
。
も
の
ご
と
が
一
統
さ
れ
る
こ
と
を
重
大
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

隠
公
に
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
の
記
事
が
経
文
に
な
い
の
か
。
公
の
意

志
を
成
就
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
公
の
意
志
を
成
就
さ
せ
る
の
か
。

公
は
魯
国
を
平
定
し
て
公
位
を
桓
公
に
返
上
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。
ど
う
し
て
公
位
を
桓
公
に
返
上
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

桓
公
は
幼
少
だ
が
身
分
が
貴
く
、
隠
公
は
年
長
だ
が
身
分
が
低
か
っ

た
。
し
か
し
そ
の
尊
卑
は
わ
ず
か
な
違
い
で
あ
り
、
魯
国
の
人
々
は
そ

の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
。
隠
公
が
年
長
で
し
か
も
賢
人
で
あ
っ

た
た
め
、
諸
大
夫
は
隠
公
を
引
き
立
て
て
位
に
つ
け
た
。
隠
公
が
こ
れ

を
辞
退
す
れ
ば
、
桓
公
が
将
来
必
ず
位
に
即
け
る
か
ど
う
か
予
想
で
き

な
か
っ
た
し
、
ま
た
か
り
に
桓
公
が
位
に
即
い
た
と
し
て
も
、
は
た
し

て
諸
大
夫
が
桓
公
を
補
佐
す
る
か
ど
う
か
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
隠
公
が
即
位
し
た
の
は
す
べ
て
桓
公
の
将
来
へ
の
配
慮
か
ら

で
あ
っ
た
。

隠
公
が
年
長
で
し
か
も
賢
人
で
あ
る
な
ら
、
な
に
ゆ
え
位
に
即
い
て

は
い
け
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
嫡
妻
の
子
を
位
に
立
て
る
に
は
長
幼
の
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序
に
従
っ
て
賢
愚
に
は
よ
ら
ず
、
庶
子
を
位
に
立
て
る
に
は
貴
賎
の
差

に
準
じ
て
長
幼
の
序
に
は
従
わ
な
い
の
が
礼
の
定
め
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
隠
公
も
桓
公
も
庶
子
で
あ
る
の
に
)
桓
公
は
な
に
ゆ
え
貴
い
の
か
。
母

が
(
隠
公
の
母
よ
り
)
負
い
か
ら
。
母
が
貴
け
れ
ば
子
は
な
に
ゆ
え
貴

い
の
か
。
子
は
母
の
身
分
に
よ
っ
て
貴
く
、
母
は
子
の
即
位
に
よ
っ
て

貴
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
[
I
]
　
の
伝
文
は
、
経
文
「
元
年
春
王
正
月
」
の
一
字
一
句
に
つ
い
て

逐
一
解
説
を
加
え
、
r
春
秋
』
が
文
王
以
来
の
王
道
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
(
こ
れ
を
「
大
一
統
」
と
い
う
)
を
述
べ
た
後
、
隠
公
に
「
即
位
」

の
記
事
が
無
い
の
は
、
将
来
隠
公
が
桓
公
に
譲
位
し
よ
う
と
し
た
意
志
を
成
就

さ
せ
る
た
め
だ
(
不
幸
に
し
て
隠
公
が
試
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
が
)

と
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
文
章
が
、
「
～
者
何
」
・
「
～
者
執
謂
」
・
「
易
鳥
～
」
・
「
何

以
～
」
・
「
何
～
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
(
こ
の
他
に
は
「
～
奈
何
」
な
ど
)
と
、

こ
れ
に
対
す
る
回
答
と
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
を
展
開

し
て
ゆ
く
と
い
う
問
答
体
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
読
し
て
了
解
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
こ
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実

に
全
伝
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
修
辞
の
極
め
て
少
な
い
、
簡
潔
で
畳
み
掛
け

る
よ
う
な
独
自
の
リ
ズ
ム
感
あ
る
文
章
で
あ
る
。

問
答
体
と
ロ
伝
説
　
　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
答
体
は
、
「
公
羊
伝
』
が
口

授
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
名
残
で
あ
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
の
際
、
先
に
引
用
し
た
何
体
の
「
其
の
説
は
口
授

に
て
相
伝
ふ
」
と
い
う
の
も
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
浜
代
ま
で
に
成
立
し
た
古
典
は
、
そ
の
多
く
が
口
授
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
時
期
が
有
っ
た
の
で
あ
り
、
「
公
羊
伝
』
の
問
答
体
だ
け
を

そ
の
ま
ま
口
授
に
結
び
つ
け
る
必
然
性
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も

「
公
羊
伝
』
の
問
答
体
は
、
師
か
ら
弟
子
へ
教
授
す
る
と
い
う
よ
う
な
質
疑
応

答
の
形
式
で
は
な
く
、
ま
た
一
方
が
他
方
を
論
破
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
議
論

の
応
酬
か
ら
成
る
方
式
で
も
な
い
。
そ
れ
は
問
答
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
積
み
重
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
春
秋
』
経
文
の
も
つ
意
義
を
解
明
し
て
ゆ
く
と
い
う
形

を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
答
体
は
、
「
公
羊
伝
』
が
創
作

し
た
文
体
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
〔
⑧
〕
。

公
羊
伝
の
春
秋
観
　
　
さ
て
、
文
体
の
う
え
で
独
自
の
問
答
体
を
創
作
し
た

「
公
羊
伝
』
は
、
い
っ
た
い
「
春
秋
』
を
い
か
な
る

書
物
と
観
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

さ
い
わ
い
な
こ
と
に
「
公
羊
伝
』
自
身
に
そ
れ
を
集
約
的
に
述
べ
た
文
章
が
有

る
。
「
公
羊
伝
』
　
の
最
末
尾
、
哀
公
十
四
年
の
「
十
有
四
年
春
、
西
狩
獲
麟
」

の
経
文
に
つ
け
ら
れ
た
伝
文
が
そ
れ
で
あ
る
〔
⑫
)
。
い
わ
ば
r
公
羊
伝
』
の

総
論
、
あ
る
い
は
自
序
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
ち
な
み
に
中
国
の

古
文
献
で
は
、
自
序
は
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は

r
史
記
」
大
史
公
自
序
が
挙
げ
ら
れ
る
。
)

[
Ⅲ
]
何
を
以
て
か
書
す
る
。
異
を
記
す
る
な
り
。
何
を
か
異
と
す
る
。
、
中
国

い

づ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

き

ぎ

の
獣
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
l
然
ら
ば
則
ち
執
れ
か
之
れ
を
狩
す
る
。
薪
を
、

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

ん

ナ

采
る
者
な
り
。
薪
を
采
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
微
な
る
者
な
り
。
易
為
れ
ぞ
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狩
を
以
て
之
れ
を
言
ふ
。
之
れ
を
大
な
り
と
す
れ
ば
な
り
。
易
為
れ
ぞ
之

た
め

れ
を
大
な
り
と
す
を
麟
を
獲
た
る
が
為
に
之
れ
を
大
な
り
と
す
る
な
り
。

易
為
れ
ぞ
麟
を
獲
た
る
が
為
に
之
れ
を
大
な
り
と
す
る
。
麟
は
仁
獣
な
り
。

王
者
有
れ
ば
則
ち
至
り
、
王
者
無
け
れ
ば
則
ち
至
ら
ず
。
以
て
告
ぐ
る
者

の
ろ

有
り
て
日
は
く
、
「
密
に
し
て
角
あ
る
者
有
り
」
と
。
孔
子
日
は
く
、

た
も
と

「
執
れ
の
為
に
来
た
る
や
。
執
れ
の
為
に
来
た
る
や
」
と
。
枚
を
反
し

お

も

て

　

　

　

な

み

だ

え

り

う

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

あ

面
を
拭
ひ
、
沸
抱
を
姑
は
す
。
顔
淵
死
す
。
子
日
は
く
、
「
瞳
。
天
、

ほ

ろ

ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

あ

　

　

わ

れ

　

た

予
を
喪
せ
り
」
と
。
子
路
死
す
。
子
日
は
く
、
「
嗜
、
天
、
予
を
視
て

り
」
と
。
西
の
か
た
狩
し
て
麟
を
獲
た
り
。
孔
子
日
は
く
、
「
吾
が
道
は

お
よ

窮
ま
れ
り
」
と
。
春
秋
は
何
を
以
て
か
隠
に
始
む
る
。
祖
の
開
き
逮
ぷ
所

な
れ
ば
な
り
。
見
る
所
辞
を
異
に
し
、
聞
く
所
辞
を
異
に
し
、
伝
聞
す
る

所
辞
を
異
に
す
。
何
を
以
て
か
哀
十
四
年
に
終
ふ
る
。
日
は
く
、
「
備
は

つ

く

　

　

　

　

　

を

さ

　

　

こ

れ
り
」
と
。
君
子
局
為
れ
ぞ
春
秋
を
為
る
。
乱
世
を
摘
め
て
諸
れ
を
正
し

さ
に
反
す
は
、
春
秋
よ
り
近
き
は
莫
け
れ
ば
な
り
。
則
ち
未
だ
知
ら
ず
、

其
れ
是
れ
が
為
な
る
か
、
其
れ
詰
れ
君
子
の
尭
舜
の
道
を
道
ふ
を
楽
し
め

な

る
か
、
亦
た
尭
舜
の
君
子
を
知
る
を
楽
し
ま
ざ
る
末
か
ら
ん
や
。
春
秋
の

▲

`

　

　

　

　

　

　

　

　

し

わ

ざ

義
を
制
し
て
以
て
後
聖
を
侯
つ
は
、
君
子
の
為
も
亦
た
此
れ
を
楽
し
む

こ
と
有
る
を
以
て
な
り
。
(
何
以
書
、
記
異
也
。
何
異
困
、
非
中
國
之
猷
也
。

然
別
執
狩
之
、
薪
采
者
也
。
薪
采
者
、
則
微
者
也
。
名
馬
以
狩
言
之
、
大
之
也
。

局
鳥
大
之
、
鳥
獲
崩
大
之
也
。
昂
鳥
馬
獲
麟
大
之
。
麟
者
仁
獣
也
。
有
王
者
則
至
、

無
王
者
則
不
至
。
有
以
告
者
日
、
有
唐
而
角
者
。
孔
子
日
、
執
潟
東
哉
。
執
鳥
来

哉
。
反
故
拭
面
、
沸
姑
祖
。
顔
淵
死
。
子
日
、
嗜
。
天
変
予
。
子
路
死
。
子
日
、

嗜
、
天
祝
予
。
西
狩
獲
幾
。
孔
子
日
、
書
道
窮
臭
。
春
秋
何
以
始
平
隠
。
祖
之
所

連
関
也
。
所
見
異
辞
、
所
閲
異
辞
、
所
博
聞
異
辞
。
何
以
終
乎
哀
十
四
年
。
日
、

傭
兵
。
君
子
易
鳥
鳥
春
秋
。
撥
乱
世
反
諸
正
、
莫
近
諸
春
秋
。
、
則
未
知
其
鳥
是
輿
、

其
諸
君
子
柴
道
東
舜
之
道
央
、
末
不
亦
柴
平
轟
舜
之
知
君
子
也
。
制
春
秋
之
義
以

侯
後
聖
、
以
君
子
之
鳥
亦
有
柴
平
此
也
。
)

な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
異
常
な
こ
と
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
な

ぜ
異
常
で
あ
る
の
か
。
中
国
に
い
る
獣
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
い
っ
た
い
誰
が
「
狩
」
を
し
た
の
か
。
薪
を
と
る
者
で
あ

る
。
薪
を
と
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
微
賎
な
者
で
あ
る
。
ど
う
し
て
(
天

子
や
諸
侯
に
し
か
で
き
な
い
)
　
「
狩
」
と
い
う
言
い
方
で
記
録
し
た
の
か
。

こ
の
こ
と
を
重
大
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
重
大
視
す
る
の
か
。

「
麟
」
を
「
獲
」
え
た
が
た
め
に
重
大
祝
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て

「
麟
」
を
「
獲
」
え
た
が
た
め
に
重
大
視
し
た
の
か
。
「
麟
」
は
仁
獣

で
、
真
の
王
者
が
い
ま
せ
は
出
現
し
、
真
の
王
者
が
い
な
け
れ
ば
出
現

し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
せ
に
来
た
者
が
あ
り
、

の
ろ

「
帝
の
よ
う
で
角
が
有
る
獣
が
い
る
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
、
「
(
真

の
王
者
は
い
な
い
の
に
)
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
来
た
の
か
。
誰
の
た
め

に
来
た
の
か
」
と
言
い
、
枚
を
か
え
し
て
面
を
拭
い
、
涙
が
衿
を
濡
ら

し
た
。顔

淵
が
死
ん
だ
時
、
孔
子
は
、
「
あ
あ
、
天
は
私
を
破
滅
さ
せ
た
」

と
言
い
、
子
路
が
死
ん
だ
時
、
孔
子
は
、
「
あ
あ
、
天
は
私
を
断
絶
し

た
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
「
西
」
方
に
「
狩
」
し
て
「
麟
」
を
「
獲
」

た
時
、
孔
子
は
、
「
私
の
道
は
窮
ま
っ
た
」
と
言
っ
た
。

春
秋
は
な
に
ゆ
え
隠
公
か
ら
始
め
る
の
か
。
(
孔
子
の
)
祖
父
が
聞

き
及
ん
だ
と
こ
ろ
だ
か
ら
。
(
孔
子
は
)
自
分
が
見
た
こ
と
、
聞
い
た

こ
と
、
伝
聞
し
た
こ
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
記
録
の
仕
方
を
変
え
て
い
る
。
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な
に
ゆ
え
に
哀
公
十
四
年
で
終
え
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
で
す
べ
て
が
具

備
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

君
子
は
ど
う
し
て
春
秋
を
制
作
し
た
の
か
。
乱
世
を
治
め
て
こ
れ
を

正
道
に
か
え
す
に
は
春
秋
よ
り
適
切
な
も
の
が
ほ
か
に
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
は
た
し
て
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
君
子
が
尭
舜

の
道
を
述
べ
る
の
を
楽
し
み
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
は
た
ま
た

(
後
世
の
)
尭
舜
が
君
子
(
の
仕
事
)
を
知
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
楽
し

み
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
春
秋
の
義
を
制
作
し
て
後
世
の

聖
王
に
期
待
し
た
の
は
、
君
子
の
こ
の
仕
事
に
は
、
そ
の
こ
と
を
楽
し

み
と
す
る
こ
と
が
有
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
[
Ⅱ
]
　
の
伝
文
は
先
ず
、
真
の
王
者
の
治
め
る
太
平
の
世
に
出
現
す
る

は
ず
の
仁
獣
「
麟
」
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
乱
世
に
出
現
し
て
接
え
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
孔
子
が
「
吾
が
道
の
窮
ま
っ
た
」
と
い
う
天
命
を
読
み
取
っ
た
こ
と
を

述
べ
る
。
次
い
で
「
春
秋
』
が
隠
公
元
年
に
始
ま
り
哀
公
十
四
年
の
「
獲
麟
」

に
終
わ
る
所
以
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
孔
子
の
「
春
秋
』
制
作
の
目

的
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
日
的
と
は
、
孔
子
が
F
春
秋
』
を
著
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乱

世
を
治
め
て
こ
.
れ
を
正
し
い
世
に
か
え
す
(
嘩
鮎
戯
ぎ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
た
い
に
し
え
の
聖
人
尭
舜
の
道
を
祖
述
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
孔
子

は
、
当
時
に
お
い
て
尭
舜
の
道
を
実
現
す
る
こ
と
へ
の
望
み
を
絶
ち
、
後
世
の

聖
天
子
に
そ
れ
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
孔
子
は
「
獲
麟
」
を
周
の
王

道
が
終
焉
し
た
象
徴
と
見
な
し
、
r
春
秋
』
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
世

の
聖
人
に
東
舜
の
道
の
実
現
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
「
公
羊
伝
』
の
総

論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
「
春
秋
』
観
を
披
涯
し
た
も
の
で
あ
る
。

轟
舜
之
道
　
　
と
こ
ろ
で
r
公
羊
伝
』
で
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
古
聖
王
は

周
の
文
王
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
に
引
用
し
た
隠
公
元
年

の
[
I
]
の
伝
文
に
、
「
王
と
は
執
れ
を
か
謂
ふ
。
文
王
を
詞
へ
る
な
り
」
と

あ
っ
て
、
「
春
秋
』
が
文
王
の
道
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
こ

と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
分
か
る
が
、
ま
た
倍
公
二
十
二
年
の
、
い
わ
ゆ
る
「
宋

お
も

粟
の
仁
」
と
し
て
知
ら
れ
る
宋
の
粟
公
の
戦
い
ぶ
り
を
、
「
以
為
へ
ら
く
、
文

王
の
戦
と
雌
ど
も
亦
た
此
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
激
賞
す
る
も
の
、
さ

ら
に
文
公
九
年
の
「
春
、
毛
伯
来
求
金
」
の
経
文
に
対
し
て
、
「
王
者
は
求
む

る
無
し
。
日
は
く
、
是
れ
子
な
り
。
文
王
の
体
を
継
ぎ
、
文
王
の
法
度
を
守
る
。

文
王
の
法
に
は
求
む
る
無
し
。
而
る
に
求
む
る
が
故
に
之
れ
を
試
る
な
り
」
と

述
べ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
文
王
尊
崇
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
周
公
も
F
公
羊
伝
』
が
重
ん
ず
る
聖
人
で
あ
り
、
借
公
四
年
に
「
古
者

は
周
公
、
東
征
す
れ
ば
則
ち
西
国
怨
み
、
西
征
す
れ
ば
則
ち
東
国
怨
む
」
と
し

て
見
え
て
い
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
い
っ
た
い
「
公
羊
伝
』
で
は
、
春
秋

時
代
の
人
物
と
し
て
斉
の
桓
公
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
特
徴
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
債
公
四
年
伝
で
は
、
そ
の
桓
公
で
さ
え
も
周
公
に
は
及

ば
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
公
十
三
年
に
は
周
公
が
魯

国
の
開
祖
で
あ
る
こ
と
、
周
の
天
下
統
一
を
確
乎
た
る
も
の
と
す
る
た
め
、
周

公
自
身
は
魯
国
に
は
赴
か
な
か
っ
た
事
情
を
説
明
し
た
伝
文
が
有
る
。
こ
の
よ

う
に
F
公
羊
伝
』
に
は
文
王
・
周
公
尊
崇
の
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。そ

う
だ
と
す
る
な
ら
[
Ⅱ
]
　
の
伝
文
で
は
、
文
王
・
周
公
と
い
っ
た
周
王
朝

96



公羊伝の成立とその伝文構造(野間)

の
建
設
者
の
系
譜
を
、
い
に
し
え
の
聖
天
子
尭
舞
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
も

の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
l
て
孔
子
は
、
上
は
文
王
・
周
公
を
介
し

七
東
舜
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
下
は
尭
舜
の
道
を
後
世
の
聖
人
へ
伝
え
る
と
い
う

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

尭
舜
之
遺
-
文
王
・
周
公
(
王
道
)
-
孔
子
「
春
秋
』
之
義
-
後
聖

と
い
う
聖
人
の
系
譜
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
〔
⑬
)
。

後
聖
と
は
何
か
　
　
そ
れ
で
は
「
公
羊
伝
』
が
期
待
し
た
「
後
聖
」
と
は
い

っ
た
い
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
後

つ
く

漠
の
何
体
は
「
聖
浜
の
王
た
る
を
待
ち
て
以
て
法
を
為
る
」
と
注
釈
し
、
「
後

聖
」
を
以
て
劉
洪
帝
国
の
君
主
に
当
て
て
い
る
。
果
た
し
て
何
体
の
い
う
通
り

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
公
羊
伝
』
を
古
代
思
想
史
上
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
極
め
て
重
要
な
、
し
た
が
っ
て
「
公
羊
伝
』
　
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題

で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
の
「
公
羊
伝
』
の

思
想
の
検
討
を
待
っ
た
う
え
で
、
再
び
取
り
あ
げ
た
い
と
思
う
。

王
道
体
は
日
ソ
、
人
事
決
し
　
　
さ
て
[
Ⅱ
]
　
の
伝
文
で
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す

べ
き
こ
と
が
有
る
。
そ
れ
は
隠
公
元
年
か
ら

哀
公
十
四
年
ま
で
の
二
百
四
十
二
年
間
千
八
百
余
条
の
「
春
秋
』
　
の
記
事
が
、

こ
れ
だ
け
で
首
尾
完
結
し
た
も
の
だ
と
い
う
「
公
羊
伝
』
　
の
「
春
秋
』
観
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
隠
公
二
年
の
「
夏
五
月
、
無
駄
的
師
入
極
(
無
骸
、

師
を
帥
ゐ
て
極
に
入
る
)
」
　
の
条
の
、

む
か
い

「
無
駄
」
と
は
誰
か
。
展
無
咳
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
氏
を
書
か
な
い
の
か
。

O

e

e

彼
を
庇
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
圧
す
る
の
か
。
始
め
て
他
国
を
滅

く

　

に

く

ぼ
し
た
こ
と
を
疾
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
始
め
て
滅
ぼ
す
こ
と
が
こ
こ
に
始

ま
る
の
か
。
こ
れ
よ
り
以
前
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
で
あ
る
な
ら
、
ど

う
し
て
こ
こ
を
始
め
と
す
る
の
か
。
始
め
を
こ
こ
に
.
託
し
た
か
ら
で
あ
る
。

0
0
0
0
0
0

ど
う
し
て
始
め
を
こ
こ
に
託
し
た
の
か
。
こ
れ
は
「
春
秋
』
の
始
め
で
あ

る
か
ら
だ
。
(
無
故
老
何
、
展
無
眩
也
。
何
以
不
氏
、
庇
。
易
鳥
圧
、
疾
始
滅

也
。
始
減
鴫
於
此
平
、
前
此
臭
。
前
此
則
易
鳥
始
乎
此
、
託
始
焉
困
。
馬
路
託
始

焉
困
、
春
秋
之
始
也
)

と
い
う
伝
文
か
ら
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
他
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
展

無
駄
だ
け
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
「
春
秋
』
二
百
四
十
二
年
の
中
で
は
、
展
無

咳
が
そ
の
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
「
展
無
骸
」
と
記
す
べ
き
と
こ

に
く

ろ
を
「
無
坊
」
と
記
し
て
こ
れ
を
疾
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
春
秋
』

の
記
事
は
「
獲
麟
」
に
終
結
す
る
が
、
一
そ
れ
ま
で
に
起
っ
た
個
々
の
具
体
的
事

件
が
「
春
秋
』
に
始
め
て
記
載
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
れ
が
「
始
め
」
で
あ
る
こ

と
を
明
記
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
類
す
る
伝
文
は
他
に
も
多
数
見

ら
れ
る
〔
⑭
〕
。

後
世
、
た
と
え
ば
司
馬
遷
「
史
記
』
に
、
「
上
は
隠
よ
り
記
し
、
下
は
真
の

獲
麟
に
至
る
。
其
の
辞
文
を
約
し
、
其
の
煩
重
を
去
り
、
以
て
義
法
を
制
す
。

あ
ま
ね

王
道
備
は
り
、
人
事
決
し
」
　
〔
十
二
諸
侯
年
表
序
〕
と
か
、
あ
る
い
は
「
春
秋

の
文
は
数
万
を
成
し
、
其
の
指
は
数
千
。
万
物
の
散
衆
、
皆
な
春
秋
に
在
り
」

〔
大
史
公
自
序
〕
と
か
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
左
氏
伝
』
が
、
隠
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公
元
年
よ
り
以
前
の
出
来
事
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
「
獲
麟
」
以
降
さ
ら
に
十
年

余
り
も
伝
文
を
書
き
続
け
て
い
る
も
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

公
羊
伝
と
孟
子
　
　
な
お
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
公
羊
伝
』
の
r
春

秋
』
観
に
は
、
実
は
「
春
秋
学
」
　
の
発
生
に
重
大
な
役

割
を
果
た
し
た
孟
子
の
「
春
秋
』
観
に
通
じ
る
も
の
が
有
る
こ
と
は
、
従
来
に

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
章
で
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
孟
子
は
「
世
衰
へ
這
微
に
し
て
、
邪

ま

　

　

　

　

　

　

お

そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

と

や

説
暴
行
有
た
作
る
。
孔
子
慣
れ
て
春
秋
を
作
る
」
と
か
、
「
王
者
の
逆
組
ん
で

詩
亡
ぶ
。
詩
亡
ん
で
然
る
後
に
春
秋
作
る
」
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
公
羊
伝
』

の
、
孔
子
が
周
道
の
終
焉
し
た
こ
と
を
「
獲
麟
」
に
よ
っ
て
知
り
、
本
来
あ
る

べ
き
正
し
い
道
を
l
一
「
春
秋
』
に
記
述
し
た
、
と
主
張
す
る
こ
と
と
按
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
孟
子
は
「
其
の
事
は
則
ち
斉
桓
・
晋
文
。
其
の
文
は
則
ち
史
。
孔
子
日

ひ
そ

く
、
其
の
義
は
則
ち
丘
窺
か
に
之
れ
を
取
れ
り
(
其
事
則
顛
桓
晋
文
。
其
文
則
史
。

孔
子
日
、
其
義
潮
丘
腐
敗
之
臭
)
」
と
言
っ
た
が
、
昭
公
十
二
年
の
「
公
羊
伝
』

が
「
春
秋
の
信
史
た
る
や
、
其
の
序
は
則
ち
斉
桓
・
晋
文
、
其
の
会
は
劇
ち
会

つ
か
さ

を
主
と
る
者
之
れ
を
為
し
、
其
の
詞
は
則
ち
丘
に
罪
有
り
(
春
秋
之
信
史
也
、

其
序
則
顛
桓
菅
文
、
其
会
則
主
命
者
馬
之
也
、
其
詞
則
丘
有
罪
焉
爾
)
」
と
述
べ
る
の

は
、
ま
さ
し
く
孟
子
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
公
羊
伝
』
が
文
王
を
尊
崇
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
が
、
孟
子
も
ま
た
文
王
を
王
者
の
典
型
と
見
な
し
て
い
た
。
し
か
も

「
尭
葬
の
道
を
道
ふ
を
楽
し
む
」
と
は
「
公
羊
伝
』
　
(
Ⅲ
)
　
の
言
葉
で
あ
っ
た

が
、
尭
舜
を
併
称
す
る
多
く
の
文
献
の
中
で
、
「
尭
舜
の
道
を
楽
し
む
」
と
い

う
表
現
を
取
る
の
は
、
実
に
「
孟
子
』
の
万
事
上
篇
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
公
羊
伝
』
　
の
「
見
る
所
辞
を
異
に
し
、
開
く
所
辞
を
異
に
し
、
伝

聞
す
る
所
辞
を
異
に
す
(
所
見
異
辞
、
所
閲
兵
絆
、
所
博
聞
異
辟
)
」
と
い
う
、

後
に
何
体
等
に
よ
っ
て
「
三
世
異
辞
説
」
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
有
名
な
一
節

も
、
「
孟
子
』
尽
心
篇
最
末
章
の

ご
と

孟
子
白
く
、
尭
・
舜
よ
り
湯
に
至
る
ま
で
五
首
有
余
歳
。
萬
・
皐
陶
の
若
き

は
、
則
ち
見
て
之
れ
を
知
り
、
湯
の
若
き
は
、
則
ち
聞
い
て
之
れ
を
知
る
。

湯
よ
り
文
王
に
至
る
ま
で
五
首
有
余
歳
。
伊
芦
・
菜
朱
の
若
き
は
、
則
ち

見
て
之
れ
を
知
り
、
文
王
の
若
き
は
、
則
ち
聞
い
て
之
れ
を
知
る
。
文
王

よ
り
孔
子
に
至
る
ま
で
五
首
有
余
歳
。
太
公
望
・
散
宜
生
の
若
き
は
、
則

ち
見
て
之
れ
を
知
り
、
孔
子
の
若
き
は
、
則
ち
開
い
て
之
れ
を
知
る
。
…

と
い
う
記
事
か
ら
発
想
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
孟
子
に
お
い
て
芽
生

え
た
「
春
秋
学
」
が
「
公
羊
伝
』
　
に
お
い
て
継
承
発
展
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

以
上
に
挙
げ
た
諸
例
か
ら
も
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
〔
⑬
〕
。

属
辞
比
事
は
春
秋
の
教
な
日
ソ
　
　
さ
て
「
春
秋
』
に
孔
子
の
理
想
「
春
秋
の

義
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
公
羊
伝
』
は
そ
の
「
春
秋
の
義
」
を
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
読
み
取
る
の

か
。
こ
れ
が
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
孟
子
の
未

だ
言
及
し
な
か
っ
た
事
柄
で
も
あ
る
。

し

一

く

じ

ひ

じ

こ
の
間
題
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
「
属
辞
比
事
」
と
い
う

言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浜
の
宣
帝
(
在
位
↓
昂
じ
-
畠
P
C
)
時
代
の
礼
学
者
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で
あ
る
戴
聖
が
編
集
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
礼
文
献
「
礼
記
』
の
「
経
解
」
篇
に

は
、
六
経
(
詩
・
書
・
楽
・
易
・
礼
・
春
秋
)
の
得
失
を
論
じ
た
一
章
が
あ
り
、
こ
の

二
言
糞
は
「
春
秋
』
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

属
辞
比
事
は
春
秋
の
教
へ
な
り
。
故
に
…
…
春
秋
の
矢
は
乱
な
り
。
…
…

属
辞
比
事
し
て
乱
れ
ざ
る
は
、
則
ち
春
秋
に
深
き
者
な
り
。
(
層
辞
比
事
、

春
秋
之
教
也
。
故
…
春
秋
之
失
乳
。
…
屈
辞
比
事
而
不
乱
、
則
深
於
春
秋
者
也
)

こ
の
文
章
が
r
公
羊
伝
』
の
r
春
秋
』
解
釈
の
基
本
的
方
法
の
適
切
な
説
明

と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。

先
ず
「
属
」
と
は
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
事
」
と
は
「
春
秋
』
に
記
録

さ
れ
た
事
柄
・
事
件
、
「
辞
」
と
は
「
事
」
の
記
録
法
の
意
。
つ
ま
り
「
属
辞

比
事
」
と
は
、
「
春
秋
』
に
記
録
さ
れ
た
事
柄
と
記
録
法
と
を
集
め
て
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
込
め
ら
れ
た
「
春
秋
の
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。そ

の
こ
と
を
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
第
一
章
の
「
春
秋
の
書

式
」
に
お
い
て
も
例
と
し
た
魯
公
の
「
即
位
」
の
記
事
を
も
う
い
ち
ど
左
に
掲

げ
る
。

[　　　　　[　　　　　[　　　　　[　　　　　　[　　　　　　[

K J I H G F
l_ノ　　　　]　　　l_J L.・..lJ　　　　]　　　.　1

(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(

定　昭　粟　成宣　文
公　公　公　公　公　公
)　　　　　)　　　　　)　　　　　　)　　　　　　)　　　　　　)

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
夏
、

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

六
月
、
発
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
。

[　　　　　　[　　　　　　[　　　　　　[　　　　　　[

E D C B A
]　　　　し　」　　l l l l　　　　]

(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(

借　間　荘桓隠
公　公　公　公　公
)　　　　　)　　　　　)　　　　　)　　　　　)

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

王
正
月

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月

王
正
月

王
正
月

戊
辰
、
公
即
位

[
L
]
　
(
哀
公
)
元
年
、
春
、
王
正
月
、
公
即
位

[
A
]
か
ら
[
L
]
ま
で
の
記
事
の
う
ち
、
国
外
で
死
去
し
た
昭
公
の
遺
体

の
帰
国
が
後
れ
た
た
め
、
即
位
も
ま
た
後
れ
た
定
公
の
例
[
K
]
を
除
け
ば
、

「
元
年
春
王
正
月
公
即
位
」
と
い
う
の
が
正
式
の
記
録
法
で
あ
ろ
う
こ
と
は
了

解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
隠
公
・
荘
公
・
閲
公
・
借
公
の
四
君
に
は

即
位
の
記
事
が
無
い
。
そ
こ
で
こ
こ
に
「
春
秋
の
義
」
が
存
す
る
、
と
「
公
羊

伝
』
は
見
な
す
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
[
C
]
・
[
D
]
・
[
E
]
に
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
な
伝
文
が
施
さ
れ
る
。

[
C
]
荘
公
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
を
書
か
な
い
の
か
。
春
秋
の
記
録
法
で
は
、

先
君
が
試
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
継
い
だ
子
は
即
位
を
書
か
な
い
の
が
原

則
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
君
が
試
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
継
い
だ
子
は
な
に
ゆ

え
即
位
を
書
か
な
い
の
か
。
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
を
痛
む
の
か
。
子

の
禍
を
痛
ん
で
即
位
を
い
う
に
忍
び
な
い
の
だ
。
(
公
何
以
不
言
即
位
、
春

秋
、
君
拭
子
不
言
即
位
。
君
拭
則
子
何
以
不
言
即
位
、
陰
之
也
。
執
陰
、
障
子
也
)

[
D
]
閲
公
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
を
書
か
な
い
の
か
。
試
せ
ら
れ
た
先
君
を
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継
い
だ
場
合
に
は
、
即
位
を
書
か
な
い
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
誰
を

継
い
だ
の
か
。
子
般
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。
…
…
(
公
何
以
不
言
即
位
、
楷

拭
君
不
言
即
位
。
執
超
、
継
子
般
也
)

[
E
]
億
公
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
を
書
か
な
い
の
か
。
試
せ
ら
れ
た
先
君
を

継
い
だ
場
合
に
は
、
即
位
を
書
か
な
い
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
倍
公

は
先
君
閲
公
の
子
で
は
な
い
の
に
、
子
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
か
。
臣
も

子
も
同
一
の
体
例
で
あ
る
。
(
公
何
以
不
言
即
位
。
枢
拭
君
、
子
不
言
即
位
。

此
非
子
也
。
其
稲
子
何
、
臣
子
一
例
也
)

こ
の
三
例
に
よ
れ
ば
、
「
公
羊
伝
』
は
「
r
春
秋
』
か
ら
「
公
即
位
」
と
い

う
同
一
の
記
事
を
集
め
(
辞
を
属
す
)
、
魯
公
の
即
位
の
事
情
を
比
較
検
討

(
事
を
比
ぶ
)
し
た
結
果
、
「
試
君
を
継
い
だ
新
君
に
は
即
位
を
書
か
な
い
」

と
い
う
原
則
を
導
き
出
す
。
子
と
し
て
即
位
を
言
う
に
忍
び
な
い
と
い
う
心
情

の
表
れ
と
見
な
す
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
歴
史
的
事
実
か
ら
す
る
と
、
隠
公
の
先
君
で
あ
る
恵
公
は
試
さ
れ

て
い
な
い
の
に
、
隠
公
に
即
位
の
記
事
が
無
く
、
ま
た
逆
に
桓
公
は
先
君
の
隠

公
を
試
し
て
立
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
即
位
の
記
事
が
有
る
。
し
た
が
っ
て

当
然
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が
r
公
羊
伝
』
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
「
公
羊
伝
』
は
、

.

[
A
]
隠
公
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
を
書
か
な
い
の
か
。
隠
公
の
意
志
を
成
就

さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
隠
公
の
意
志
を
成
就
さ
せ
る
の
か
。
隠
公
は

魯
国
を
平
定
し
て
公
位
を
桓
公
に
返
上
し
よ
う
と
し
だ
(
良
き
意
志
を
持

っ
て
い
た
)
か
ら
で
あ
る
。
…
…
(
公
何
以
不
言
即
位
、
成
公
意
也
。
何
成
乎

公
之
意
。
公
格
平
國
而
反
之
桓
)

[
B
]
試
せ
ら
れ
た
先
君
を
継
い
だ
場
合
に
は
、
「
即
位
」
を
書
か
な
い
の
が

原
則
で
あ
る
の
に
、
(
先
君
隠
公
を
試
し
て
立
っ
た
)
桓
公
に
即
位
を
書
く

の
は
な
ぜ
か
。
(
試
し
て
ま
で
立
と
う
と
し
た
)
桓
公
の
(
悪
し
き
)
意
志
を

成
就
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
(
植
拭
君
不
言
即
位
、
此
其
言
即
位
何
、
如
其
意
也
)

と
述
べ
、
こ
こ
に
隠
公
の
良
き
行
為
を
褒
め
、
桓
公
の
悪
し
き
行
為
を
庇
す
る

と
い
う
、
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
「
褒
庇
」
の
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
な
す
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
即
位
に
つ
い
て
の
「
公
羊
伝
』
の
釈
義
の
方
法
は
二
段

構
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
原
則
(
こ
れ
を
「
義
例
」
と
い
う
)
と
例

外
に
施
さ
れ
た
個
別
具
体
的
な
義
と
い
う
よ
う
に
。

そ
の
こ
と
を
、
も
う
一
例
、
こ
れ
ま
た
第
一
章
の
「
春
秋
の
書
式
」
に
お
い

て
引
用
し
た
魯
公
の
「
売
」
と
「
葬
」
の
記
事
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

1α)

[
a
]
隠
〓

[
b
]
桓
-
∽

桓-∽

[
C
]
荘
U
N

開
≡

[
d
]
閲
e
N

[
e
]
信
認

文
≡

[
f
]
文
-
∞

文-∽

冬
、
十
有
一
月
、
壬
辰
、
公
売
(
　
)

夏
、
四
月
、
　
　
丙
子
、
公
売
干
斉

冬
、
十
有
二
月
、

八
月
、
　
　
発
亥
、
公
売
千
路
渡

夏
、
六
月
、

秋
、
八
月
、

辛
丑
、
公
売
(
　
)

乙
巳
、
公
売
干
小
袋

夏
、
四
月
、

春
、
王
二
月
、
、
丁
丑
、
公
売
干
垂
下

六
月
、

(
　
)

己
丑
、
葬
我
君
桓
公

辛
酉
、
-
葬
我
君
荘
公

(
　
)

丁
巳
、
葬
我
君
倍
公

費
酉
、
葬
我
君
文
公
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[
g
]
宣
-
∞

成
0
-

[
h
]
成
-
∽

成-∽

[
…
]
裏
巴

嚢
巴

[
j
]
　
昭
∽
N

定
0
-

[
k
]
定
-
∽

定
-
抽

冬
、
十
月
、
　
　
壬
成
、
公
苑
千
路
渡

二
月
、

己
丑
、
公
売
千
路
殺

夏
、
六
月
、

辛
巳
、
公
売
干
楚
宮

辛
酉
、
葬
我
君
宣
公

丁
未
、
葬
我
君
成
公

発
酉
、
葬
我
君
賓
公

十
有
二
月
、
己
未
、
公
売
干
乾
侯

秋
、
七
月
、

発
巳
、
葬
我
君
昭
公

壬
申
、
公
売
干
高
寂

丁
巳
、
葬
我
君
定
公

雨
不
克
葬
、
戊
午
、
日
下
炭
乃
克
葬

[
a
]
隠
公
と
[
d
]
閑
公
と
に
は
「
尭
」
の
記
事
に
そ
の
場
所
が
記
録
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
両
公
と
も
に
「
葬
」
の
記
事
の
無
い
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
つ
ま
り
「
公
売
干
某
地
」
・
「
葬
我
君
某
公
」
と
い
う
正
式
の
記
録
法

か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
公
羊
伝
』
は
隠
公
に
つ
い
て
、

[
a
]
な
に
ゆ
え
埋
葬
の
記
事
を
書
か
な
い
の
か
。
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

何
を
痛
む
の
か
。
隠
公
が
試
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
試
さ
れ
る
と
な
に
ゆ

え
埋
葬
を
書
か
な
い
の
か
。
r
春
秋
』
は
君
主
が
試
さ
れ
て
逆
威
が
討
た

れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
君
主
の
埋
葬
は
書
か
な
い
。
そ
れ
は
(
埋
葬
の
義
務

が
有
る
)
臣
子
が
存
在
し
て
い
な
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
(
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
)
子
沈
子
が
い
う
、
「
主
君
が
試
さ
れ
て
、
そ
の
逆
俄
を
討
た
な

い
の
は
臣
下
で
は
な
い
。
復
督
し
な
い
の
は
子
で
は
な
い
。
埋
葬
は
生
者

の
義
務
で
あ
る
。
「
春
秋
』
　
に
主
君
が
試
さ
れ
て
逆
厳
を
討
た
な
い
場
合

に
埋
葬
を
書
か
な
い
の
は
、
臣
子
に
そ
の
資
格
が
な
い
と
見
な
す
か
ら
で

あ
る
」
と
。
公
が
売
ぜ
ら
れ
た
の
に
、
な
に
ゆ
え
そ
の
場
所
を
い
わ
な
い

の
か
。
い
う
に
忍
び
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
.
(
何
以
不
着
葬
、
隙
之
也
。

何
陰
爾
、
拭
也
。
拭
則
何
以
不
書
葬
。
春
秋
、
君
拭
賊
不
討
不
書
葬
、
以
鳥
無
臣

子
也
。
子
沈
子
日
、
君
拭
、
臣
不
討
賊
非
臣
也
。
不
復
讐
非
子
也
。
葬
、
生
者
之

事
也
。
春
秋
、
君
拭
賊
不
討
不
書
葬
、
以
鳥
不
繋
乎
臣
子
也
。
公
売
何
以
不
地
、

不
参
言
也
。
)

と
説
明
し
、
ま
た
閲
公
の
「
葬
」
の
記
事
に
そ
の
場
所
の
記
録
が
無
い
こ
と
に

つ
い
て
は
、

[
d
]
開
公
が
尭
ぜ
ら
れ
た
の
に
、
な
に
ゆ
え
そ
の
場
所
を
い
わ
な
い
の
か
。

痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
を
痛
む
の
か
。
閲
公
が
試
さ
れ
た
か
ら
。
誰
が

試
し
た
の
か
。
慶
父
で
あ
る
。
…
…
(
公
売
何
以
不
地
、
隠
之
也
。
何
隠
困
、

拭
也
。
執
拭
之
、
慶
父
也
。
)

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
君
が
試
さ
れ
て
仇
を
討
っ
て
い
な
い

場
合
、
埋
葬
を
書
か
な
い
」
、
「
試
君
に
は
売
じ
た
場
所
を
書
か
な
い
」
と
い

う
原
則
=
義
例
を
立
て
て
い
る
の
が
分
か
る
。
前
者
は
仇
は
必
ず
討
つ
べ
L
と

い
う
「
公
羊
伝
』
　
の
復
讐
是
認
の
思
想
(
第
四
章
で
後
述
す
る
)
　
の
表
れ
で
あ

り
、
ま
た
後
者
は
、
有
っ
て
は
な
ら
な
い
試
君
事
件
を
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う
の

を
は
ば
か
る
心
情
の
表
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
ま
た
斉
国
で
殺
害
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
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だ
仇
を
討
っ
て
い
な
い
桓
公
に
も
「
葬
」
　
の
記
事
が
有
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

に
も
当
然
「
公
羊
伝
』
　
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

[
b
]
威
が
ま
だ
討
た
れ
て
い
な
い
の
に
、
な
に
ゆ
え
埋
葬
を
書
く
の
か
。
そ

の
仇
敵
が
国
外
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仇
敵
が
国
外
に
い
る
場
合
、
な
に

ゆ
え
埋
葬
を
書
く
の
か
。
(
仇
敵
を
討
つ
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
た
)

君
子
す
な
わ
ち
孔
子
の
記
録
の
仕
方
で
あ
る
。
(
賊
未
討
、
何
以
書
葬
、
讐

在
外
也
。
普
在
外
則
何
以
書
葬
、
君
子
辟
也
)

桓
公
は
斉
の
裏
公
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
斉
は
強
国
、
我
が
魯
は
弱
小

国
で
あ
る
た
め
、
仇
を
討
つ
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
本
来
、
桓
公
に
は

「
葬
」
を
記
録
し
な
い
と
こ
ろ
を
、
そ
の
や
む
得
な
い
事
情
を
掛
酌
し
た
君
子
、

す
な
わ
ち
孔
子
が
こ
れ
を
記
録
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
君
子
辞
」

と
r
公
羊
伝
』
は
名
づ
け
る
。

以
上
、
「
即
位
」
・
「
売
」
・
「
葬
」
の
記
事
を
例
に
、
「
公
羊
伝
』
　
の
釈

義
の
方
法
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
、

「
公
羊
伝
』
は
「
春
秋
』
経
文
の
同
一
の
記
事
を
集
め
(
属
辞
)
、
そ
こ
に

一
定
の
書
式
を
見
出
す
(
こ
れ
が
そ
l
の
ま
ま
「
義
例
」
と
な
る
場
合
も
有
る
)
。
次

に
そ
の
書
式
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
事
に
関
す
る
歴
史
的

事
実
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
(
比
事
)
、
そ
こ
に
ま
た
一
定
の
原
則
を
見
出

す
。
こ
れ
が
「
義
例
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
「
義
例
」
か
ら
は
ず

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
「
春
秋
』
　
の
著
作
者
孔
子
の
意
図
が
強
く
働

い
て
い
る
と
し
て
、
個
別
具
体
的
に
歴
史
的
事
実
を
検
討
し
、
そ
の
意
図
を
探

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
公
羊
伝
』
の
釈
義
の
方
法
は
、
原
則
=
義
例
と
例
外

と
い
う
二
本
立
て
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

春
秋
の
矢
は
乱
な
日
ソ
　
　
し
か
し
な
が
ら
「
公
羊
伝
』
　
こ
の
よ
う
な
釈
義
の

方
法
で
は
、
作
伝
者
つ
ま
り
経
の
解
説
者
の
、

「
春
秋
』
経
文
の
中
か
ら
孔
子
の
真
意
を
読
み
取
る
と
い
う
意
図
が
い
か
に
客

観
的
態
度
を
め
ざ
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
読
み
取
ら
れ
た
「
春
秋
の
義
」
や

「
義
例
」
は
、
ど
う
し
て
も
主
観
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
一
定
の
書
式
か
ら
は
ず
れ
た
場
合
の
そ
の
理
由
付
け
は
、
あ
く
ま

で
も
作
伝
者
の
判
断
に
任
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
作
伝
者
の
思
想
が
「
義
例
」

に
反
映
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
言
え
ば
、

「
春
秋
』
経
文
を
解
釈
す
る
と
い
う
形
を
借
り
て
、
作
伝
者
の
思
想
を
開
陳
す

る
手
段
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
み
て
き
た
よ
う
な
簡
潔
な
「
春

秋
』
　
の
文
章
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
か
え
っ
て
自
由
な
解
釈
を
可
能
に
し
た
と

も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
自
由
な
解
釈
へ
の
歯
止
め
と
し
て
の
警
告
が
、
実
は
前
掲
「
礼

記
』
経
解
篤
の
文
章
の
後
半
に
有
っ
た
「
春
秋
の
矢
は
乱
な
り
」
と
い
う
一
句

に
当
た
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
「
属
辞
比
事
し
て
乱
れ
ざ
る
」
者
は
「
則
ち

春
秋
に
深
き
者
」
だ
と
述
べ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
「
春
秋
の
失

は
乱
な
り
」
と
は
、
春
秋
学
の
陥
り
易
い
弊
害
が
「
解
釈
の
混
乱
」
だ
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
字
褒
度
の
説
　
　
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
釈
義
の
方
法
の
他
に
、
以
下

で
は
「
公
羊
伝
』
に
特
徴
的
な
釈
義
の
方
法
に
つ
い
て
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補
足
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
隠
公
元
年
の
経
文
「
三
月
、
公
及
榔
婁
儀
父
盟
子
株
(
三
月
、
公
、

ち
●
る

榔
宴
の
儀
父
と
鵬
に
盟
ふ
)
」
に
付
さ
れ
た
伝
文
を
紹
介
し
よ
う
。

き

「
及
」
と
は
な
に
か
。
与
〔
と
も
に
〕
　
で
あ
る
。
会
・
及
・
蟹
は
す
べ

て
与
の
意
味
で
あ
る
。
ど
う
し
て
会
と
い
っ
た
り
、
及
と
い
っ
た
り
、
壁

と
い
っ
た
り
す
る
の
か
。
会
は
最
〔
あ
っ
ま
る
〕
と
い
う
の
に
同
じ
で
あ

り
、
及
は
汲
汲
〔
す
す
ん
で
〕
と
い
う
の
に
同
じ
で
あ
り
、
壁
は
璧
璧

〔
し
ぶ
し
ぶ
〕
と
い
う
の
に
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
及
と
い
う
の
は
我
が

国
の
方
か
ら
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
璧
と
い
う
の
は
や
む
を
得
ず
し
た
場

合
を
い
う
。
「
儀
父
」
と
は
誰
か
。
榔
宴
の
君
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
名
前

あ
ざ
止

を
い
う
の
か
。
こ
れ
は
字
で
あ
る
。
ど
う
し
て
字
を
い
う
の
か
。
褒
め

た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
褒
め
た
の
か
。
隠
公
と
盟
を
結
ん
だ
か
ら
で
あ

・
る
。
隠
公
と
盟
を
結
ん
だ
者
は
多
い
の
に
、
ど
う
し
て
彼
だ
け
を
こ
こ
で

褒
め
る
の
か
。
そ
の
褒
め
る
べ
き
行
為
に
ち
な
ん
で
褒
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
褒
め
る
べ
き
行
為
と
見
な
す
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
。
は
じ
め
て

進
ん
で
魯
に
帰
服
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
昧
」
と
は
な
に
か
。
約
束
の
場

所
で
あ
る
。
(
及
者
何
、
輿
也
。
合
、
及
、
陸
皆
輿
也
。
易
鳥
或
言
合
、
或
言
及
、

或
言
蛭
。
合
猶
最
也
。
及
猶
汲
汲
也
。
蟹
猶
蛭
蟹
也
。
及
、
我
欲
之
。
陸
、
不
得

巳
也
。
儀
父
老
何
、
榔
婁
之
君
也
。
何
以
名
、
字
也
。
易
鳥
稀
字
、
康
之
也
。
易

馬
窺
之
、
馬
其
輿
公
盟
也
。
輿
公
盟
者
衆
兵
、
局
鳥
猫
康
平
此
。
因
其
可
窺
而
窺

之
。
此
其
鳥
可
窺
奈
何
、
漸
進
也
。
昧
者
何
、
地
期
也
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
春
秋
』
経
文
の
「
会
」
・
「
及
」
・
「
璧
」
と
い
っ
た

用
字
の
一
字
に
も
明
確
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
人
物
の
「
名
」

を
書
く
か
、
「
字
」
を
古
く
か
と
い
っ
た
用
法
の
違
い
に
も
、
孔
子
の
意
図
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
r
公
羊
伝
』
は
見
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
後
世
で
は
「
一

字
を
も
っ
て
褒
庇
を
な
す
」
と
い
う
〔
⑬
〕
。

つ
く

「
史
記
』
孔
子
世
家
に
、
「
春
秋
を
為
る
に
至
り
て
は
、
筆
す
べ
き
は
筆
し
、

た
ナ

削
る
べ
き
は
削
る
。
子
夏
の
徒
す
ら
、
一
字
も
賛
く
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

(
至
於
鳥
春
秋
、
筆
則
筆
、
削
則
削
、
子
真
之
徒
、
不
能
費
一
辞
)
」
と
い
う
の
は
、

「
公
羊
伝
』
の
こ
の
よ
う
な
綿
密
な
釈
義
の
方
法
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
の

司
馬
遷
の
発
言
で
あ
ろ
う
。

日
月
褒
度
の
例
　
　
さ
ら
に
続
い
て
も
う
一
例
、
「
日
月
褒
度
の
例
」
と
い

わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は

「
春
秋
』
経
文
の
記
事
の
「
日
」
と
か
「
月
」
と
か
の
記
載
の
有
無
に
義
例
を

見
出
す
も
の
で
あ
る
〔
⑰
)
。
た
と
え
ば
、

隠
3
「
三
年
、
春
、
王
二
月
、
己
巳
、
日
有
食
之
」

な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
異
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
日
食
が
有
っ

た
場
合
、
ど
う
し
て
「
日
」
を
記
し
た
り
記
さ
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
。

ま
た
「
朔
〔
つ
い
た
ち
〕
　
」
を
書
い
た
り
書
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
。

「
某
月
某
日
の
朔
に
日
食
が
有
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
正
し
く
朔

日
に
日
食
が
有
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
を
記
し
た
り
記
さ
な
か
っ
た
り
す

る
の
は
、
早
す
ぎ
た
り
遅
す
ぎ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
早
す
ぎ
る
と
は
、

朔
日
が
日
食
の
前
に
あ
る
場
合
、
遅
す
ぎ
た
と
は
、
朔
日
が
日
食
の
後
に

な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
(
何
以
書
、
記
異
也
。
日
食
別
名
鳥
或
日
成
不
日
、
或
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言
朔
或
不
言
勅
。
日
、
某
月
某
日
朔
日
有
食
之
者
、
食
正
朔
也
。
其
或
日
成
不
日
、

或
失
之
前
或
失
之
後
。
失
之
前
者
朔
在
前
也
。
失
之
後
者
朔
在
後
也
)

隠
3
「
突
未
、
葬
宋
穆
公
」

埋
葬
の
記
事
に
ど
う
し
て
「
日
」
を
記
し
た
り
記
さ
な
か
っ
た
り
す
る

の
か
。
(
諸
侯
は
死
後
五
ケ
月
で
埋
葬
す
る
の
が
礼
の
定
め
で
あ
る
が
、
)
そ

の
時
期
に
な
ら
な
い
の
に
埋
葬
し
て
「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
埋

葬
を
急
ぎ
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
な
ら
な
い
の
に
埋
葬
し
て

「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
埋
葬
の
礼
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
時
期
を
過
ぎ
て
か
ら
埋
葬
し
て
「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
の
こ
と
を
痛
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
を
過
ぎ
て
か
ら
埋
葬
し

て
「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
と
き
に
埋
葬
で
き
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
べ
き
時
期
に
埋
葬
し
て
「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、
こ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
べ
き
時
期
に
埋
葬
し
た

の
に
「
日
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
埋
葬
で
き
な
い
か
と
危
ぶ
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
…
…
(
葬
者
名
籍
或
自
戒
不
日
。
不
及
時
而
日
、
褐
葬
也
。
不
及

時
而
不
日
、
慢
葬
也
。
過
時
而
日
、
隠
之
也
。
過
時
而
不
日
、
謂
之
不
能
葬
也
。

昔
時
而
不
日
、
正
也
。
常
時
而
日
、
危
不
得
葬
也
)

と
い
う
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
義
例
に
よ
っ
て
、
F
春
秋
』

全
体
の
「
日
食
」
と
暦
と
の
ズ
レ
の
度
合
、
ま
た
「
諸
侯
の
葬
儀
」
の
時
期
の

早
晩
(
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
礼
制
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
)
は
す
べ
て
説
明
が

つ
く
と
い
う
。

桓
公
の
盟
は
目
せ
ず
　
　
あ
る
い
は
ま
た
「
即
位
不
日
」
・
「
伐
不
日
」
・

「
取
邑
不
日
」
と
か
い
う
形
式
の
も
の
も
有
る
。
こ

の
形
式
の
う
ち
、
「
公
羊
伝
』
に
特
徴
的
な
の
が
、
「
斉
の
桓
公
の
盟
は
日
付

を
書
か
な
l
い
」
と
い
う
義
例
で
あ
る
。
荘
公
十
三
年
の
経
「
冬
、
公
舎
斉
侯
盟

千
村
(
公
、
顛
侯
に
何
に
盟
ふ
)
」
の
「
公
羊
伝
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ど
う
し
て
日
付
を
書
か
な
い
の
か
。
こ
の
盟
約
は
後
顧
の
憂
い
が
無
い

か
ら
で
あ
る
。
後
顧
の
憂
い
が
無
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
斉
の
桓
公

と
の
盟
約
に
は
日
付
を
書
か
な
い
し
、
そ
の
会
合
か
ら
公
が
帰
国
さ
れ
た

こ
と
も
経
に
書
か
な
い
の
は
、
こ
の
盟
約
を
信
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か

…
…
桓
公
の
威
信
が
天
下
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
村
〔
地
名
〕

の
盟
約
か
ら
で
あ
る
。
(
何
以
不
日
、
易
也
。
其
易
奈
何
。
桓
之
盟
不
日
、
其

合
不
致
、
信
之
也
。
其
不
日
何
以
始
乎
此
。
…
…
桓
公
之
信
著
乎
天
下
、
白
河
之

盟
始
焉
)

つ
ま
り
「
公
羊
伝
』
は
こ
の
経
文
か
ら
「
桓
の
盟
は
目
せ
ず
、
其
の
会
は
致

さ
ず
。
(
桓
之
盟
不
日
、
其
会
不
致
)
」
と
い
う
義
例
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
斉
の
桓
公
在
位
四
十
三
年
中
(
魯
の
荘
公
十
二
年
か
ら
倍
公
十

七
年
ま
で
)
、
魯
公
と
の
盟
約
は
す
べ
て
十
二
回
を
数
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち

、

荘
N
U
　
十
有
二
月
、
甲
寅
、
公
舎
再
侯
盟
干
尾

信
3
　
九
月
、
成
辰
、
諸
侯
盟
干
葵
丘

の
二
例
に
は
日
付
が
有
る
。
し
た
が
っ
て
「
公
羊
伝
』
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
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の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

.
桓
公
の
盟
に
は
日
付
を
書
か
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
日
付
が
有

る
の
か
。
こ
の
盟
約
を
危
ぶ
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
を
危
ぶ
ん
だ
の
か
。

我
が
国
に
ふ
た
ご
こ
ろ
が
有
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
魯
子
が
い
う
、
「
我
が

国
に
ふ
た
ご
こ
ろ
が
有
る
と
は
、
彼
の
国
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、

我
が
国
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
。
(
桓
之
盟
不
日
、
此
何
以
日
、

危
之
也
。
何
危
困
、
我
式
也
。
魯
子
日
、
我
武
者
、
非
彼
然
、
我
然
也
)

桓
公
の
盟
に
は
日
付
を
書
か
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
日
付
が
有

る
の
か
。
こ
の
盟
約
を
危
ぶ
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
を
危
ぶ
ん
だ
の
か
。

貫
沢
の
盟
に
お
い
て
は
、
桓
公
に
は
中
国
を
憂
え
る
心
が
有
っ
た
。
そ
の

た
め
召
集
し
な
い
で
も
こ
の
盟
約
に
参
加
し
た
も
の
に
江
人
・
貴
人
が
有

っ
た
。
…
…
(
桓
之
盟
不
日
。
此
何
以
日
、
危
之
也
。
何
危
爾
、
貰
淳
之
合
、

桓
公
有
真
申
國
之
心
。
不
召
而
至
者
江
人
、
貴
人
)

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
書
か
な
い
は
ず
の
、
魯
公
が
斉
か
ら
帰
国
し

た
記
事
も
五
例
ほ
ど
有
っ
て
、
こ
れ
ら
五
例
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
説
明

が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
r
公
羊
伝
』
は
わ
ず
か
に
一
箇
所
、

荘
公
二
十
三
年
「
春
、
公
至
自
責
」
の
条
で
、

桓
公
の
盟
に
は
日
付
を
書
か
な
い
し
、
そ
の
会
合
か
ら
公
が
帰
国
し
て
も

そ
の
こ
と
を
書
か
な
い
の
は
、
桓
公
を
信
頼
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
る
に
こ
こ
で
は
桓
公
の
国
に
出
か
け
た
の
に
、
な
に
ゆ
え
帰
国
の
記
事

を
書
い
た
の
か
。
こ
の
盟
約
を
危
ぶ
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
を
危
ぶ
ん
だ

の
か
。
公
が
陳
佗
の
悪
行
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
桓
之
盟
不
日
、
其
合

不
致
、
信
之
也
。
此
之
桓
國
、
何
以
致
、
危
之
也
。
何
危
爾
、
公
一
抹
佗
也
)

と
説
明
す
る
の
み
で
、
他
は
黙
し
て
語
ら
な
い
。

い
っ
た
い
『
春
秋
』
全
体
で
「
盟
」
に
日
付
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
日
付
の
無
い
も
の
も
ま
た
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
公
羊
伝
』
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
例
外
の
多
す
ぎ
る
原
則
は
、
も
は
や
原
則
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
桓
之
盟
不
日
、
其
会
不
致
」
と
い
う
の
は
、
実
は
r
公
羊
伝
』

が
斉
の
桓
公
を
称
揚
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
創
出
し
た
義
例
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
意
図
が
先
行
し
て
出
来
上
が
っ
た
義
例
と
い
っ
て
も
よ
い
。
先
に

「
F
春
秋
』
経
文
を
解
釈
す
る
と
い
う
形
を
借
り
て
、
作
伝
者
の
思
想
を
開
陳

す
る
手
段
と
も
な
り
う
る
」
と
述
べ
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
て
い
た
だ
き
た

ヽ

.

　

〇

1

.

∨

公
羊
伝
の
説
話
　
　
と
こ
ろ
で
「
桓
の
盟
は
目
せ
ず
、
其
の
会
は
致
さ
ず
」

と
い
う
義
例
を
導
き
出
し
た
荘
公
十
三
年
の
伝
文
に
は
、

実
は
「
桓
之
盟
不
日
、
其
会
不
致
」
の
後
に
続
け
て
、
「
斉
の
桓
公
と
の
盟
約

に
日
付
を
書
か
な
い
こ
と
が
、
ど
う
し
て
こ
の
年
か
ら
始
ま
る
の
か
」
と
い
う

質
問
を
発
し
、
以
下
に
次
の
よ
う
な
異
例
の
長
文
の
伝
文
が
施
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

荘
公
が
斉
の
桓
公
に
会
見
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
曹
子
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が
進
み
出
て
、
「
我
が
君
の
お
考
え
は
い
か
か
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
荘

公
は
「
私
な
ど
生
き
て
い
る
よ
り
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
答
え
た
。

(
斉
か
ら
難
題
を
ふ
っ
か
け
ら
れ
る
こ
と
必
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
)
そ
こ
で
曹

子
は
、
「
そ
れ
な
ら
、
ど
う
か
我
が
君
は
斉
の
君
に
相
対
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
私
は
そ
の
臣
に
対
抗
い
た
し
ま
す
か
ら
」
と
言
う
と
、
荘
公
は
承

知
し
た
。
か
く
し
て
桓
公
と
の
会
見
の
場
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
荘
公
が

壇
上
に
上
る
と
、
曹
子
は
剣
を
携
え
て
こ
れ
に
従
う
。
斉
の
管
子
〔
管
仲
〕

が
進
み
出
て
言
っ
た
、
「
魯
君
は
な
に
を
ご
所
望
で
す
か
」
と
。
曹
子
が

応
じ
る
、
「
魯
の
城
は
壊
さ
れ
、
国
境
は
侵
さ
れ
ま
し
た
。
斉
君
は
こ
れ

を
な
ん
と
も
お
考
え
下
さ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
管
子
が
答
え
る
、

「
そ
れ
な
ら
、
魯
君
は
ま
た
い
ず
れ
を
ご
所
望
で
す
か
」
と
。
こ
れ
に
も

曹
子
が
応
ず
る
、
「
ど
う
か
決
陽
の
田
を
お
返
し
願
い
た
い
」
と
。
管
子

は
振
り
返
っ
て
、
「
我
が
君
よ
、
ど
う
か
ご
承
知
を
」
と
言
う
と
、
桓
公

は
「
承
知
し
た
」
.
と
答
え
る
。
す
か
さ
ず
曹
子
は
盟
を
請
う
た
。
桓
公
は

壇
上
か
ら
降
り
て
盟
を
結
ん
だ
。
盟
が
終
わ
る
と
、
曹
子
は
剣
を
捨
て
て

そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
。
(
荘
公
格
合
乎
桓
。
曹
子
進
日
、
君
之
眉
何
如
。
荘

公
日
、
寡
人
之
生
別
不
若
死
臭
。
骨
子
日
、
然
別
君
詩
嘗
其
君
、
臣
請
営
其
臣
。

荘
公
日
詰
。
於
是
合
乎
桓
。
荘
公
升
垣
。
曹
子
手
戯
而
従
之
。
管
子
進
日
、
君
何

求
平
。
骨
子
日
、
娩
壊
塵
克
、
君
不
国
典
。
管
子
日
、
然
別
君
格
何
求
。
骨
子
日
、

願
請
枚
陽
之
田
。
管
子
顧
日
、
君
許
諾
。
桓
公
日
詰
。
哲
子
請
盟
。
桓
公
下
輿
之

盟
。
巳
盟
。
曹
子
掠
叙
而
去
之
)

と
い
う
「
説
話
」
が
そ
れ
で
、
さ
ら
に

脅
迫
さ
れ
た
盟
約
は
破
棄
し
て
も
よ
い
の
に
、
桓
公
は
欺
か
な
か
っ
た
。

曹
子
に
仕
返
し
を
し
て
も
よ
い
の
に
、
桓
公
は
怨
み
も
し
な
か
っ
た
。

(
ニ
旦
約
束
し
た
こ
と
は
守
り
通
し
た
の
で
あ
る
。
)
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

斉
の
桓
公
の
威
信
が
天
下
に
表
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
何
の
盟
約
か
ら
で
あ

る
。
(
要
盟
可
犯
而
桓
公
不
欺
。
曹
子
可
普
而
桓
公
不
怨
。
桓
公
之
信
著
平
天
下
、

自
何
之
盟
始
焉
)

と
い
う
伝
文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
公
羊
伝
』
に
は
、
そ
の
基
調
と
し
て
の
「
問
答
体
」
の
中
に
、

突
然
、
物
語
性
豊
か
な
「
説
話
」
が
出
現
す
る
こ
と
が
有
る
。
そ
の
数
凡
そ
四

十
数
例
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
経
文
と
は
直
接
に
関
係
の
無
い
、
伝
義
の
展
開

上
に
挿
し
は
さ
ま
れ
た
形
の
説
話
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
「
公
羊
伝
』
形
成

の
過
程
の
中
で
も
、
最
終
的
な
伝
文
整
理
の
段
階
に
、
他
の
文
献
か
ら
既
成
の

説
話
を
採
取
し
て
挿
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
か
な
り
後
れ
る
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
桓
公
二
年
・
荘
公
十
二
年
・
倍
公
十
年
の
、
宋
の

瘍
公
・
閲
公
・
晋
君
卓
と
い
う
三
君
の
試
逆
事
件
に
つ
い
て
の
三
条
の
「
公
羊

伝
」
か
ら
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。

桓
O
N
「
二
年
、
春
、
王
正
月
、
戊
申
、
宋
督
拭
其
君
輿
夷
、
及
其
大
夫
孔
父
」

及
者
何
、
累
也
。
拭
君
多
夫
。
舎
此
無
累
者
平
、
日
有
。
仇
牧
、
萄
息
皆

累
也
。
舎
仇
牧
、
萄
息
無
累
者
平
、
日
有
。
有
則
此
何
以
書
、
賢
也
。
何

賢
乎
孔
父
、
孔
父
可
謂
義
形
於
色
兵
。
其
義
形
於
色
奈
何
。
★
…
…

孔
父
可
謂
義
形
於
色
臭
。
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荘
-
N
「
秋
、
八
月
、
甲
午
、
宋
萬
試
其
君
接
、
及
其
大
夫
仇
牧
」

及
者
何
、
累
也
。
拭
君
多
夫
、
舎
此
無
累
者
平
。
　
　
孔
父
、
萄
息
皆

累
也
。
舎
孔
父
、
筍
息
無
累
者
平
、
日
有
。
有
則
此
何
以
書
、
賢
也
。
何

賢
乎
仇
牧
、
仇
牧
可
謂
不
良
彊
禦
臭
。
其
不
良
彊
禦
奈
何
。
★
…
…

仇
牧
可
謂
不
良
彊
禦
臭
。

借
-
0
「
晋
里
克
拭
其
君
卓
、
及
其
大
夫
萄
息
」

及
者
何
、
累
也
。
拭
君
多
夫
。
舎
此
無
累
者
平
、
日
有
。
孔
父
、
仇
牧
皆

累
也
。
舎
孔
父
、
仇
牧
無
累
者
平
。
日
有
。
有
則
此
何
以
書
、
賢
也
。
何

賢
乎
萄
息
。
萄
息
可
謂
不
食
其
言
兵
。
其
不
食
其
言
奈
何
。
★
…
…

筍
息
可
謂
不
食
其
言
兵
。

右
は
比
較
の
便
利
の
た
め
に
原
文
の
み
を
引
用
し
た
。
主
君
の
拭
逆
事
件
に

殉
じ
た
孔
父
・
仇
牧
・
萄
息
と
い
う
三
人
の
大
夫
の
死
を
、
経
文
の
「
及
」
と

い
う
記
述
法
か
ら
説
明
し
た
三
条
の
伝
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
文
の
説
話
を
★
印

以
下
に
挿
入
し
て
い
る
が
、
三
伝
文
の
構
造
が
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
は
一
目

瞭
然
で
あ
ろ
う
。
「
公
羊
伝
』
に
最
終
的
な
整
理
の
手
が
加
え
ら
れ
た
時
期
と

相
前
後
し
て
附
加
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
説
話
は
、
後
か
ら
こ
れ
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は

い
う
も
の
の
、
「
公
羊
伝
』
　
の
主
張
を
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
働
き
を
も
っ

て
お
り
、
伝
文
中
で
は
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

前
述
の
曹
子
の
説
話
と
と
も
に
、
こ
の
三
例
の
説
話
は
、
r
公
羊
伝
』
が
任
侠

の
精
神
を
礼
賛
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
〔
⑩
〕
。

韓
詩
外
伝
と
公
羊
伝
　
　
な
お
「
公
羊
伝
』
に
見
え
る
説
話
に
つ
い
て
注
目

さ
れ
る
の
は
、
r
韓
詩
外
伝
』
中
に
極
め
て
類
似

し
た
説
話
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
公
羊
伝
』
中
の
四
十
数
例
の
説
話
の
中

に
は
、
他
の
文
献
所
載
の
説
話
と
似
か
よ
っ
た
も
の
が
有
る
け
れ
ど
も
、
「
新

序
』
・
「
説
苑
』
と
い
っ
た
前
浜
時
代
の
後
半
以
降
に
作
成
さ
れ
た
文
献
を
除

け
ば
、
「
韓
詩
外
伝
』
所
載
の
説
話
が
最
も
「
公
羊
伝
』
　
に
近
い
。

さ
き
に
引
用
し
た
荘
公
十
二
年
の
仇
牧
の
説
話
は
、
「
韓
詩
外
伝
』
巻
八
所

収
の
説
話
に
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
宣
公
十
二
年
の
「
都
の
役
」

の
条
の
伝
文
は
、
「
韓
詩
外
伝
』
巻
六
の
説
話
に
、
さ
ら
に
宣
公
十
五
年
の

「
夏
五
月
、
宋
人
及
楚
人
平
」
の
条
の
伝
文
は
、
「
韓
詩
外
伝
』
巻
二
の
冒
頭

の
一
章
に
よ
く
似
て
い
る
。

い
っ
た
い
成
立
年
代
の
不
明
確
な
二
つ
の
文
献
に
見
え
る
近
似
し
た
説
話
の

先
後
関
係
を
判
定
す
る
と
い
う
の
は
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詳

細
な
考
証
は
こ
こ
で
は
省
く
が
、
こ
の
例
の
場
合
、
r
公
羊
伝
』
か
ら
「
韓
詩

外
伝
』
の
説
話
へ
、
と
い
う
可
能
性
の
方
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
「
公
羊
伝
』
・
「
韓
詩
外
伝
』
　
の
双
方
が
基
に
し
た
文
献
が
有
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
説
話
は
近
接
し
た
時
代
の
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
韓
詩
外
伝
』
の
著
者
で
あ
る
韓
嬰
は
、
文
帝
の
治
世
中
に
博
士

た
い
ふ

と
な
り
、
つ
い
で
景
帝
の
世
に
常
山
大
侍
と
な
り
、
武
帝
の
時
に
董
仲
野
と
帝

の
前
で
論
争
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
彼
の
孫
の
韓
商
が
武
帝
の
博
士
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
(
r
史
記
」
・
「
漢
書
」
の
儒
林
伝
)
、
胡
母
生
や
董

仲
野
に
や
や
先
ん
ず
る
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
代
は
こ
の
二
人
と
極
め

て
近
い
。
と
い
う
こ
と
は
「
公
羊
伝
」
に
説
話
が
挿
入
さ
れ
た
時
期
も
ま
た
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「
韓
詩
外
伝
』
の
時
代
と
前
後
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
何
体
が
述
べ
た
よ
う
に
、
胡
母
生
の
「
竹
島
に
著
わ
し
た
」
時
期
が
ま
さ

に
こ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

注
①
　
r
漢
書
」
に
先
立
つ
「
史
記
し
十
二
諸
侯
年
表
序
に
も
、
「
是
を
以
て
孔
子
、

・
も
と

王
道
を
明
ら
か
に
し
、
七
十
余
君
に
干
む
る
も
、
能
く
用
ひ
ら
る
る
美
し
。
故
に

西
の
か
た
周
室
に
観
、
史
記
の
旧
聞
を
論
じ
、
魯
に
興
し
て
春
秋
を
次
す
。
上
は

随
よ
り
記
し
、
下
は
哀
の
獲
蝕
に
至
る
。
其
の
辞
文
を
約
し
、
其
の
煩
重
を
去
り
、

以
て
義
法
を
制
す
。
王
道
備
は
り
、
人
事
決
し
。
七
十
子
の
徒
は
、
其
の
伝
指
を

口
授
す
。
刺
讃
〔
風
刺
す
る
こ
と
〕
・
褒
諦
〔
は
め
た
り
か
く
し
た
り
す
る
こ
と
〕

・
抱
損
〔
お
さ
え
て
へ
り
く
だ
る
こ
と
〕
す
る
所
の
文
辞
有
り
て
、
以
て
書
に
見
す

可
か
ら
ざ
る
が
為
め
な
り
。
魯
の
君
子
左
丘
明
は
、
弟
子
の
人
人
の
端
を
異
に
し
、

各
々
其
の
意
に
安
ん
じ
て
、
其
の
真
を
失
は
ん
こ
と
を
慣
る
。
故
に
孔
子
の
史
記

に
因
り
、
具
さ
に
其
の
語
を
論
じ
、
左
氏
春
秋
を
成
す
」
と
い
う
記
事
が
有
る
。

た
だ
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
「
左
伝
L
が
世
に
出
た
以
後
に
書
か
れ
た
可
能
性

が
高
い
と
し
て
、
従
来
、
挿
入
説
が
一
部
で
強
く
主
張
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
津
田
左
右
吉
r
左
伝
の
思
想
史
的
研
究
し
(
東
洋
文
庫
一
九
三
五
　
全

集
第
十
五
巻
　
岩
波
書
店
一
九
六
四
・
八
七
)
。

②
　
「
重
文
志
」
序
の
冒
頭
に
も
、
「
昔
し
仲
尼
没
し
て
微
言
絶
え
、
七
十
子
喪
び

て
大
義
牽
く
。
故
に
春
秋
分
れ
て
五
と
為
り
、
詩
分
れ
て
四
と
為
り
、
易
に
数
家

の
伝
有
り
」
と
い
う
一
節
が
有
る
。

③
、
戴
宏
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
「
戴
宏

解
疑
論
考
」
　
(
東
方
学
報
京
都
2
一
九
三
二
　
全
集
第
六
巻
)
に
よ
れ
ば
、
そ

の
生
年
を
後
漠
の
安
帝
(
在
位
-
3
-
-
N
巴
の
初
年
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
何
体
と
は
ほ
ば
同
時
代
の
人
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

④
◎
春
秋
を
言
ふ
も
の
、
斉
・
魯
に
於
い
て
は
胡
母
生
よ
り
し
、
超
に
於
い
て
は
董

仲
野
よ
り
す
。
(
言
春
秋
、
於
斉
・
魯
自
胡
母
生
、
於
超
自
重
仲
野
)

◎
董
仲
野
は
広
川
の
人
な
り
。
春
秋
を
治
む
る
を
以
て
、
孝
景
の
時
に
博
士
と
為

る
。
・
‥
…
故
に
漠
興
り
て
今
に
至
る
五
世
の
間
、
唯
だ
董
仲
紆
の
み
名
づ
け
て

春
秋
に
明
ら
か
な
り
と
為
す
。
其
の
伝
は
公
羊
氏
な
り
。
(
董
仲
野
、
広
川
人

也
。
以
治
春
秋
、
孝
景
時
鳥
博
士
。
…
…
故
漠
興
至
千
五
世
之
間
、
唯
董
仲
好

名
鳥
明
於
春
秋
。
其
侍
公
羊
氏
也
)

◎
胡
母
生
は
斉
人
な
り
。
孝
景
の
時
に
博
士
と
為
る
。
老
い
た
る
を
以
て
帰
り
て

教
授
す
。
斉
の
春
秋
を
言
ふ
者
は
、
多
く
胡
母
生
よ
り
受
く
。
公
孫
弘
も
亦
た

頗
る
焉
れ
よ
り
受
け
た
り
。
(
胡
母
生
、
秀
人
也
。
孝
景
時
鳥
博
士
。
以
老
蹄

教
授
。
秀
之
言
春
秋
者
、
多
受
胡
母
生
。
公
孫
弘
亦
頗
受
焉
)

⑤
　
徐
彦
「
公
羊
疏
し
何
休
序
の
条
に
、
「
胡
母
生
本
雌
以
公
羊
経
伝
伝
授
董
氏
、

猶
自
別
作
条
例
」
と
い
う
記
述
が
有
る
。

⑥
　
た
だ
し
下
限
は
胡
母
生
よ
り
も
さ
ら
に
下
る
と
の
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
岩

本
憲
司
「
公
羊
三
世
説
の
成
立
過
程
」
　
(
日
本
中
国
学
会
報
第
三
二
集
　
一
九

八
〇
)
を
参
照
。

⑦
　
隠
〓
「
冬
、
十
有
一
月
、
壬
辰
、
公
売
」
　
何
以
不
書
葬
、
陰
之
也
。
何
陰
樹
、

拭
也
。
拭
則
何
以
不
書
葬
。
春
秋
、
君
就
航
不
討
不
吉
葬
、
以
鳥
無
臣
子
也
。

刊
況
召
日
、
「
君
拭
、
臣
不
討
威
非
臣
也
。
不
復
讐
非
子
也
。
葬
、
生
者
之

事
也
。
春
秋
、
君
拭
舷
不
討
不
書
葬
、
以
鳥
不
繋
乎
臣
子
也
」
。
公
売
何
以

不
地
、
不
忍
言
也
。
陰
何
以
無
正
月
、
臨
終
譲
乎
桓
、
故
不
有
其
正
月
也
。
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定
巳
「
夏
、
六
月
、
突
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
.
戊
辰
、
公
即
位
」
　
美
亥
、

公
之
喪
至
自
乾
侯
、
則
易
鳥
以
戊
辰
之
日
然
後
即
位
。
正
棺
於
両
極
之
間
然

後
即
位
。
召
均
朝
日
、
「
定
君
乎
国
然
後
即
位
」
。
即
位
不
日
。
此
何
以
日
、

録
平
内
也
。

荘
N
U
「
十
有
二
月
、
甲
寅
、
公
合
葬
侯
盟
干
底
」
　
桓
之
盟
不
日
、
此
何
以
日
、

危
之
也
。
何
危
爾
、
我
式
也
。
魯
子
日
、
「
我
武
者
、
非
彼
然
、
我
然
也
」
。

借
巴
「
冬
、
天
王
出
居
干
鄭
」
　
王
者
無
外
。
此
其
言
出
何
、
不
能
平
母
也
。

笥
日
、
「
是
王
也
。
不
能
乎
母
者
、
其
諸
此
之
謂
輿
」
。

文
宣
「
夏
、
逆
婦
姜
干
斉
」
　
其
謂
之
逆
婦
妻
子
奔
何
、
略
之
也
。
司
召
日
、

「
安
平
大
夫
者
、
略
之
也
」
。

開
○
】
「
冬
、
再
伸
孫
来
」
　
斉
仲
孫
者
何
、
公
子
慶
父
也
。
公
子
慶
父
別
品
盛

謂
之
斉
仲
孫
。
繋
之
斉
也
。
易
癌
繋
之
斉
、
外
之
也
。
易
島
外
之
、
春
秋
鳥

尊
者
詩
、
鳥
親
者
詩
、
鳥
賢
者
詩
。
召
り
日
、
「
以
春
秋
鳥
春
秋
。
顛
無

仲
孫
。
其
諸
吾
仲
孫
輿
」

⑧
　
こ
の
ほ
か
の
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
有
る
。

桓
宗
「
九
月
、
丁
卯
、
子
同
生
」
　
子
同
生
者
執
詞
、
謂
荘
公
。
何
言
平
子
同

生
、
喜
有
正
也
。
未
有
言
喜
有
正
者
、
此
其
言
喜
有
正
何
、
久
無
正
也
。
刊

倒
覇
朝
日
、
「
其
諸
以
病
桓
輿
」
。

宣
○
ひ
「
冬
、
斉
高
田
及
子
叔
姫
来
」
　
何
言
乎
高
田
之
来
。
言
叔
姫
之
来
而
不

言
高
國
之
来
則
不
可
。
刊
倒
覇
朝
日
、
「
其
諸
鳥
其
撃
墜
而
倶
至
者
輿
」
。

借
公
N
∽
「
天
王
狩
干
河
陽
」
　
狩
不
書
、
此
何
以
書
。
不
興
再
致
天
子
也
。
創

刊
日
、
「
温
近
而
戌
土
達
也
」
。

⑨
　
荘
冨
「
秋
、
紀
季
以
郎
入
干
斉
」
　
紀
季
者
何
、
紀
侯
之
弟
也
。
何
以
不
名
、

賢
也
。
何
賢
乎
紀
季
、
服
罪
也
。
其
服
罪
奈
何
、
魯
子
冒
、
「
請
後
五
廟
以

存
姑
姉
妹
」
。

借
宗
「
鄭
伯
逃
蹄
不
盟
」
　
其
言
逃
蹄
不
盟
者
何
、
不
可
侵
盟
也
。
不
可
使
盟

則
其
言
逃
辟
何
、
笥
日
、
寡
犯
衆
也
」
。

荘
U
e
「
秀
人
伐
山
戎
」
　
此
斉
侯
也
。
其
稽
人
何
、
圧
。
易
鳥
肢
。
刊
司
喝
朝

日
、
「
蓋
以
操
之
鳥
巳
廼
央
」
。
此
蓋
戟
也
。
何
以
不
言
戟
。
春
秋
、
故
老

言
戦
。
桓
公
之
輿
戎
秋
、
騒
之
困
。

⑩
　
経
師
に
つ
い
て
は
山
田
琢
「
公
羊
伝
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
(
金
沢
大
学
法
文
学

部
論
集
哲
学
史
学
篇
五
一
九
五
八
　
r
春
秋
学
の
研
究
し
明
徳
出
版
社
一
九

八
七
)
　
の
「
一
公
羊
伝
の
伝
文
の
検
討
　
伝
文
中
に
み
え
る
経
師
の
所
説
に
つ

い
て
」
が
詳
し
い
。

⑫
　
山
田
氏
前
掲
論
文
の
「
六
、
口
授
説
の
検
討
」
を
参
照
。

⑫
　
専
ら
こ
の
伝
文
の
解
釈
と
意
義
と
を
論
じ
た
も
の
に
内
山
俊
彦
「
轟
舜
の
君
子

を
知
る
や
-
読
公
羊
小
記
-
」
　
(
山
口
大
学
文
学
会
誌
三
四
一
九
八
三
)
が
有

る
。
た
だ
し
、
拙
訳
は
濵
浅
草
孫
「
漢
語
に
於
け
る
「
疑
詞
L
と
r
特
技
詞
」
」

(
中
國
の
文
化
と
社
命
第
九
輯
一
九
六
二
　
後
「
中
国
倫
理
思
想
の
研
究
し
同

朋
社
一
九
八
一
)
を
参
考
に
し
て
い
る
。

⑬
　
内
山
氏
前
掲
論
文
で
は
、
「
論
語
」
　
の
「
轟
日
」
篇
、
r
孟
子
し
　
の
「
尽
心
」

篇
の
末
章
、
r
萄
子
」
の
「
轟
間
」
篇
が
、
い
ず
れ
も
轟
舜
と
い
う
聖
王
の
名
を

挙
げ
、
そ
の
重
み
に
よ
っ
て
全
書
の
締
め
括
り
を
し
て
い
る
と
い
う
共
通
の
「
編

集
意
識
」
を
、
こ
の
「
公
羊
伝
」
の
Ⅲ
の
伝
文
に
も
見
出
し
て
い
る
。

⑪
　
以
下
に
原
文
の
み
で
あ
る
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

隠
O
N
「
九
月
、
紀
履
綿
来
逆
女
」
伝
「
紀
履
綿
者
何
、
紀
大
夫
也
。
何
以
不
楕

使
、
婚
確
不
楕
主
人
。
然
別
馬
絹
、
棺
諸
父
兄
師
友
。
宋
公
使
公
孫
壽
来
納

幣
、
則
其
稽
主
人
何
、
辟
窮
也
。
辟
窮
者
何
、
無
母
也
。
然
別
紀
有
母
平
、
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日
、
有
。
有
則
何
以
不
稀
母
、
母
不
通
也
。
外
逆
女
不
書
、
此
何
以
書
、
議
。

●

何
讃
財
、
讃
始
不
親
迎
也
。
始
親
迎
放
於
此
平
、
前
此
臭
。
前
此
別
品
鳥
始

乎
此
、
託
始
焉
困
。
易
盛
託
始
焉
困
、
春
秋
之
始
也
。
女
高
鳥
或
構
女
、
或

稀
婦
、
或
捕
夫
人
。
女
在
其
國
稀
女
、
在
塗
稀
婦
、
入
國
捕
夫
人
」

隠
宣
「
春
、
王
二
月
、
宮
人
伐
妃
、
取
牟
婁
」
伝
「
牟
婁
者
何
、
杷
之
邑
也
。

●

外
取
邑
不
書
、
此
何
以
書
、
疾
始
取
邑
也
」

隠
宗
「
初
廠
六
羽
」
伝
「
初
老
何
、
始
也
。
六
羽
者
何
、
舞
也
。
初
廠
六
羽
、

●

何
以
書
、
讃
。
何
讃
困
、
讃
始
倍
諸
侯
也
。
六
羽
之
鳥
僧
奈
何
。
天
子
八
作
、

語
公
六
、
諸
侯
四
。
諸
公
者
何
、
諸
侯
者
何
、
天
子
三
公
楕
公
、
王
者
之
後

稗
公
、
其
飴
大
国
捕
侯
、
小
国
稀
伯
子
男
。
天
子
三
公
者
何
、
天
子
之
相
也
。

天
子
之
相
則
何
以
三
、
日
陳
而
東
署
周
公
主
之
、
自
快
而
西
者
召
公
主
之
、

一
相
虚
平
内
。
始
僧
諸
公
放
於
此
平
、
前
此
臭
。
前
此
則
易
鳥
始
乎
此
、
僧

籍
公
猶
可
言
也
、
僧
天
子
不
可
言
也
」

●

隠
昆
「
冬
、
十
有
二
月
、
無
駄
卒
」
伝
「
此
展
無
骸
也
。
何
以
不
氏
、
疾
始
減

也
。
故
終
其
身
不
氏
」

桓
3
「
春
、
二
月
、
己
亥
、
焚
成
丘
」
伝
「
焚
之
者
何
、
樵
之
也
。
樵
之
者
何
、

●

以
火
攻
也
。
何
言
乎
以
火
攻
、
疾
始
以
火
攻
也
。
成
丘
者
何
、
元
婁
之
邑
也
。

易
鳥
不
繋
乎
榔
要
、
國
之
也
。
高
鳥
國
之
、
君
存
焉
酎
」

荘
巳
「
斉
師
遷
紀
、
邦
郡
部
」
伝
「
遷
之
者
何
、
取
之
也
。
取
之
則
易
鳥
不
言

取
之
也
。
鳥
束
公
辞
也
。
外
取
邑
不
善
、
此
何
以
書
、
大
之
也
。
何
大
困
、

●

自
是
始
減
也
」

荘
N
N
「
春
、
王
正
月
、
璋
大
省
」
伝
「
踵
者
何
、
鉄
也
。
大
省
者
何
、
災
省
也
。

●

棒
大
省
、
何
以
書
、
議
。
何
議
困
、
議
始
忌
省
也
」

田
O
N
「
夏
、
五
月
、
乙
酉
、
吉
締
干
荘
公
」
伝
「
其
吉
富
何
、
言
富
者
、
未
可

以
書
也
。
易
鳥
未
可
以
吉
、
未
三
年
也
。
三
年
兵
馬
鳥
謂
之
未
三
年
。
三
年

之
喪
、
貢
以
二
十
五
月
。
其
言
干
荘
公
何
、
未
可
以
輔
宮
廟
也
。
易
鳥
未
可

以
捕
宮
廟
。
在
三
年
之
中
央
。
書
蹄
干
荘
公
、
何
以
書
、
譲
。
何
故
困
、
議

●始
不
三
年
也
」

宣
3
「
初
税
畝
」
伝
「
初
老
何
、
始
也
。
税
畝
者
何
、
履
畝
両
税
也
。
初
税
畝
、

●

何
以
書
、
讃
。
何
故
酎
、
讃
始
履
畝
而
税
也
。
何
議
乎
於
姶
履
畝
而
税
、
古

老
什
一
而
蕗
。
古
老
烏
鳥
什
一
両
籍
。
什
一
着
、
天
下
之
中
正
也
。
多
乎
什

一
、
大
柴
小
安
。
寡
乎
什
一
、
大
路
小
路
。
什
一
着
、
天
下
之
中
正
也
。
什

一
行
而
頒
蟹
作
央
」

●

成
已
「
三
月
、
作
丘
甲
」
伝
「
何
以
書
、
讃
。
何
議
爾
、
議
始
丘
使
也
」

●

哀
-
N
「
春
、
用
田
航
」
伝
「
何
以
書
、
議
。
何
議
討
、
議
始
用
田
賦
也
」

⑬
　
こ
の
ほ
か
に
も
、
孟
子
が
「
仁
義
」
を
併
称
す
る
こ
と
を
承
け
た
と
思
わ
れ
る

宣
公
六
年
・
喪
公
二
十
九
年
の
伝
文
、
理
想
的
な
税
制
を
論
じ
た
r
孟
子
」
勝
文

公
上
・
告
子
下
の
文
章
に
も
と
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
宣
公
十
五
年
「
初
税
畝
」
の

伝
文
、
ま
た
「
公
羊
伝
J
に
特
徴
的
な
臨
機
応
変
の
処
置
を
意
味
す
る
「
権
」
の

思
想
が
「
孟
子
」
離
婁
上
の
一
章
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
、
そ
の
数
は

少
な
く
な
い
。

⑬
　
も
う
一
例
、
桓
公
十
五
年
の
経
文
「
鄭
世
子
忽
復
鋳
干
鄭
」
に
付
さ
れ
た
伝
文

を
紹
介
し
よ
う
。

「
世
子
」
と
称
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
正
統
な
地
位
に
復
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
し
て
「
帰
.
っ
た
」
と
い
っ
た
り
、
「
復
帰
し
た
」
と
い
っ
た
り
し
て
表

現
が
異
な
る
の
か
。
「
復
帰
し
た
」
と
い
う
の
は
、
出
る
と
き
は
悪
か
っ
た

が
入
る
と
き
は
悪
く
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
「
復
た
入
る
」
と
い
う
の
は
、

出
る
と
き
は
悪
く
な
か
っ
た
が
入
る
と
き
は
悪
い
場
合
で
あ
る
。
「
入
っ
た
」
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と
は
出
入
と
も
に
悪
い
場
合
で
あ
り
、
「
帰
っ
た
」
と
は
出
入
と
も
に
悪
く

な
い
場
合
で
あ
る
。
(
其
栢
世
子
何
、
復
正
也
。
易
鳥
或
言
昂
、
或
言
復
原
。

復
飼
者
、
出
窓
辟
無
意
。
復
入
者
、
出
無
悪
人
有
意
。
入
者
、
出
入
意
。
蹄

者
、
出
入
無
意
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
亡
命
し
て
い
た
人
物
が
帰
国
し
た
場
合
、
r
春
秋
」

で
は
「
復
帰
」
・
「
復
入
」
・
「
入
」
・
「
帰
」
と
い
う
四
種
類
の
書
き
方
に
よ

っ
て
、
そ
の
行
為
に
対
す
る
孔
子
の
褒
庇
の
意
を
書
き
分
け
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

⑰
　
も
っ
と
も
r
公
羊
伝
」
の
場
合
は
「
日
」
に
つ
い
て
の
み
で
、
「
月
」
に
言
及

す
る
も
の
は
な
い
。
真
の
意
味
で
の
「
日
月
褒
度
の
例
」
は
、
第
五
草
で
検
討
す

る
r
穀
梁
伝
」
に
特
徴
的
な
釈
義
の
方
法
で
あ
る
。

⑩
　
た
と
え
ば
日
原
利
国
「
春
秋
公
羊
伝
に
お
け
る
侠
気
の
礼
讃
」
　
(
日
本
中
国
学

会
報
第
二
四
集
一
九
七
二
「
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
し
所
収
)
。
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